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１ 遊び（最賃体験で）
学び（最賃が足りないことを肌身で感じ）
アクトする（全国一律１５００円呼びかけよう！）
三浦 進（日本医労連青年協議会議長）

連載コラム
３１ ゆっくり鑑賞この一本 かずこさんのシネマトーク………券田和子（石川民医労書記）

３２ よろしく（あたらしくなかまになりました）……社会福祉法人同愛会労働組合〈神奈川〉

２ 調査報告

「最低賃金生活体験」の報告
日本医労連青年協議会

２６ 調査報告

２０２４年看護職員の入退職に関する実態調査

１１ 日本医労連 ジェンダー平等プロジェクト・連続オンラインセミナー まなばNight!
第１回（２０２４年３月２１日）
ジェンダーって？どうしてジェンダーがあるの？
岸 松江（弁護士／東京法律事務所）

第４回（２０２４年６月２０日）
あなたの職場は？
～ジェンダーフリーの職場を目指して～
青龍 美和子（弁護士／東京法律事務所）

第２回（２０２４年４月１８日）
日本はジェンダー後進国？
青龍 美和子（弁護士／東京法律事務所）

第３回（２０２４年５月１６日）
ジェンダー平等と平和
岸 松江（弁護士／東京法律事務所）

〔お詫び〕
『医療労働』８・９月号（No.６８１）の第８分科会に使用し
た写真は第１分科会のものでした。お詫びいたします。

表紙写真：青年の集い（青年協、全厚労、全労災、四国）



日本医労連の最低賃金生活体験は今年で３年目を迎えました。私は毎年挑戦し、そのたびに新たな
学び・気づきを得ています。初めて挑戦した２０２２年には、「なぜ、わざわざ最低賃金で生活しなきゃ
ならないんだろう」と思いながら、使命感でエントリーしました。
ですが、１日１日と日を重ねていくごとに、お金を意識して生活するようになり、買いたいものが

あっても、「これを買ったら月末までやり切れるのか。そんなことを常に考えなければならないのが
最低賃金で生活をするということなのか」と理解しました。翌２０２３年と２０２４年のエントリーは使命感
からではなく、「やりたいから」という前向きな気持ちに変わりました。
私は今年、コロナ陽性、２０年来の大親友の母親の葬儀、パンクによる自家用車の夏タイヤの購入と、

予想しない出費の多かった最低賃金生活となりました。当初、「なぜ、最低賃金生活体験中に限って…」
と思いましたが、実は意識していないだけで、毎月予想しないお金が出ているのではないか？と思い
ました。
２０２３年度から、最低賃金のランク分けが従来の４区分から３区分に変わり、全国の加重平均は１,０００
円を超えました。岸田首相は２０３０年半ばまでに全国加重平均１,５００円を目指すと表明しています。
２０２４年度は過去最大となる５０円（５.０％）の引き上げとする目安が中央最低賃金審議会でまとまり
ました。その後の各県における地域別最低賃金の答申では、２６県で目安額を上回る引き上げが出され
ています。その中でも徳島県では異例で３４円も上回りました。最賃の体験をもとに、地賃での意見陳
述を決意する参加者も増えており、徳島県でも最賃体験者が意見陳述を行い、今回の結果に結びつい
ています。中央最低賃金審議会で出された額はあくまで目安であり、声をあげればそれ以上の引き上
げを行えることが明らかになりました。
今の最賃では、家で自炊して食べる・寝るだけの生活をすることで精一杯です。遊んだり、趣味に

お金を使うことは一切できません。予想外の出費に備えた貯金なんてもっての外です。引き上げ目安
額「５０円」程度で、その分はカバーできるでしょうか？
私たちの最低賃金生活体験で、全国どこでも人間らしい最低限度の生活ができるためには時給１，５００

円以上が必要であることを証明し、運動へとつなげましょう！最低賃金全国一律１，５００円の実現をさ
せることができるのは私たちです！

（日本医労連青年協議会議長 三浦 進）

遊び（最賃体験で）
学び（最賃が足りないことを肌身で感じ）
アクトする（全国一律１５００円呼びかけよう！）

徳島地方最低賃金審議会に要請する徳島県医労連の仲間（２０２４年８月１日）
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１ はじめに

日本医労連青年協議会は、２０２２年２月と２０２３年５
月、全国一斉に「最低賃金生活体験」に取り組みま
した。３年目となる２０２３年度も、全国一律最低賃金
制度の必要性を実感し、最低賃金引き上げを求める
運動の根拠に確信をもつ１カ月間の最低賃金生活体
験となりました。
参加者が年々減少傾向にあることから、今年度は

各組織で目標を設定した結果、申込者は５全国組
合、２１県医労連８５人となり、職種も１４に拡大し、青
年協議会の活動の周知、つながり強化の機会が広が
りました。体験期間中の情報共有やコミュニケー
ション促進のために開設した「LINEオープンチャッ
ト」には、体験参加の有無に関わらず４４人が参加し
ました。

２ 調査概要

（１）実施期間：２０２４年６月１０日～７月９日の３０日
間

（注：２０２３年度は、実施期間を１日減らし３０日間で
実施）

（２）対象者：全国各地・全世代、世帯構成に関わ
らず、全ての組合員

（３）集約数：３全国組合、１８県医労連５５人
（注：有効回答は、２０２４年６月２１日時点の入力状況
およびその他データの過不足を考慮）
① 都道府県：１８都道府県
北海道１４、秋田１、千葉１、神奈川１、長野７、
東京５、岐阜１、京都３、大阪２、兵庫１、
奈良１、岡山２、広島１、徳島１、香川４、
高知１、福岡１、大分８（人）
（ランク：Ａランク９人、Ｂランク３６人、Ｃラ
ンク９人）

② 年代：２０歳代２６人、３０歳代１８人、４０歳代以上
１１人

（４）世帯構成：単身世帯２６人、２人世帯１６人、
３人以上世帯１３人

（５）自動車の所有状況：所持なし（自動車税の発
生・支払いなし）１４、原付２、バイク（オー
トバイ）１２５㏄超１、軽自動車１３、普通自動
車２３、普通自動車と原付２（人）

（６）職種：１３職種
組合専従１４、看護師１３、事務５、理学療法士
９、介護士３、診療放射線技師３、臨床検査
技師２、作業療法士１、管理栄養士１、ソー
シャルワーカー１、調理師１、臨床工学技士
１、薬剤師１（人）

３ 調査方法

「１カ月間に使える金額」の試算
地域別最低賃金をもとに算出された月額から、単
身者として住居費・水道光熱費・社会保険料等の固
定費を差し引いた金額（「差引支給額（１カ月間に
使える金額）」）で３０日間生活を行い、生活実態を検
証した。参加者は、入力ページ「Google フォーム」
へ３０日間分の支出報告を行った。
（１）月額の算定
参加者の居住地する都道府県の最低賃金×１７３．８
時間で月額を算定した。
（２）税・社会保険料等の算定
税・社会保険料等は、（１）月額をもとに相当額を
算出し、差し引いた。
（３）住居費の算定
住居費は、都道府県別の生活保護単身住宅扶助額
の一番高い地域のものを算定した。
（４）水光熱費の算定
水光熱費は、総務省「家計調査 家計収支編」第
３表の金額を参考値にして算定した。

調査報告

「最低賃金生活体験」の報告
２０２４年８月 日本医労連青年協議会
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（５）無料提供された食事の取り扱い
施設や家族などから無料提供された食事について

は、体験終了後に、全参加者の「１回あたりの食費
（３２１円）」に、無料提供された回数を掛け合わせた
金額を差し引いて算出しました。
（注１：調味料やシャンプー・洗剤・トイレット
ペーパーなどの消耗品については、総務省「家計
調査 家計収支編」第１０表より、「油脂・調味料
１カ月相当額（１，０６８円）」「消耗品１カ月相当額
（２，２３９円）」を差し引いた）
（注２：「教育費」の計上は、自分自身にかかるも
ののみ報告することとし、同居者に発生する教育
費は計上しないこととした）

（注３：「自動車税」の計上は、自動車の所有者に
対して、次の額を一律で差し引いた。「普通自動
車１カ月相当額（２，０８３円）」「軽自動車１カ月相
当額（９００円）」「原付１カ月相当額（１６７円）」「バ
イク１カ月相当額（３００円）」）

（注４：「仕送り」「お小遣い」は、計上しないこと
とした）

（注５：注１～４は、２０２３年度調査方法からの変更
点）

４ 結果概要

（１）予算超過者は４１人。超過金額の中央値は
▲５６，５０８円
有効回答数５５人のうち、体験期間の予算超過者は

４１人だった。４１人の体験期間の超過金額（残金）の
最大は▲２９０，７７８円（大 分）、最 小 は▲４６４円（長
野）、中央値は▲５６，５０８円だった。時給１，５００円を想
定すると予算超過者は１１人まで減少し、残金の中央
値は５０，８５８円になった。
（２）残金あり１４人の残金中央値は１０，７４１円。１食
当たり３２１円

体験期間中に残金を残した参加者は１４人で、残金
の最大は４７，１９４円（長野）、最小は８８円（北海道）、
中央値は１０，７４１円だった。食費計は最大４６，４１９円
（福岡）、最小１５，５５９円（京都）、中央値２７，６３９円、
食費計から１食あたりの平均金額を算出した「食費
１回相当額」は３２１円だった。食費計の内訳として
食料品の中央値は１７，２１６円、外食の中央値は６，４４０
円、嗜好品（酒・たばこ）の中央値は４，４００円だっ
た。
（３）予算超過者の食費中央値は４５，０３９円。１食当
たり５０４円
予算超過者４１人の３０日間の食費計は、最大９３，８５９
円（大分）、最小１４，６５３円（北海道）、中央値４５，０３９
円だった。予算超過者の「食費１回相当額」は、５０４
円だった。食費計の内訳として、食料品の中央値は
２２，２３０円、外食の中央値は１１，４３８円、嗜好品（酒・
たばこ）の中央値は３，３５０円だった。
（４）２０歳代単身世帯１０人中、予算超過者は７人
２０歳代単身世帯１０人（北海道・長野・京都・徳
島・大分）の差引支給額の中央値は、８０，２７６円、食
費計の中央値は４５，０３３円、「食費１回相当額」は５６５
円、食費以外のその他計の中央値は８１，４３２円で、予
算超過者は７人だった。予算超過者の超過金額（残
金）の中央値は▲８７，６６７円だった。時給１，５００円を
想定した場合、予算超過者は３人まで減少し、残金
の中央値は４５，９２８円になった。

５ 結果詳細

（１）全体の結果
有効回答数５５人の差引支給額の最大は９３，６０６円
（大阪）、最小は６８，８６５円（秋田）、中央値は７９，７８６
円だった。体験期間の残金の最大は４７，１９４円（長
野）、最少は▲２９０，７７８円（大分）、中央値は９，７８４円
だった。

図表１ 全体の結果 （円）
収入（差引支給額） 支 出 残金（収支） （食費計） （その他計）

中 央 値 ７９，７８６ １１６，４６２ ９，７８４ ４０，０００ ７３，６２９

最 大 値 ９３，６０６ ３７２，２３７ ４７，１９４ ９３，８６７ ２８９，４１４
大阪 大分 長野 大分 大分

最 小 値 ６８，８６５ ２９，６２３ ▲２９０，７７８ １４，６５３ ５，７００
秋田 北海道 大分 北海道 北海道

回 答 数 ５５ ５５ ５５ ５５ ５５
注）全体の結果の「食費計」には、「食費無料提供分」が加味されている

医療労働 ３
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３０日間の食費計は最大９３，８６７円（大分）、最小
１４，６５３（北海道）、中央値４０，０００円だった（図表
１）。
食費以外のその他計は、最大２８９，４１４円（大分）、

最小５，７００円（北海道）、中央値７３，６２９円だった。
（２）項目・分類別の結果
① 食費
食費計の内訳として、食料品の有効回答数は５５人

で中央値は２１，９９３円、外食５２人の中央値は９，３８６
円、嗜好品２３人の中央値は３，３５０円だった（図表
２）。
食費計から１食あたりの平均金額を算出した「食

費１回相当額」は、４５７円だった。
② 交通費
交通費の有効回答数は３１人、最大は６３，５７０円（大

分）、最小は４００円（大分）、中央値は６，７００円だった
（図表３）。飛行機や新幹線など、長距離移動にお
ける高額な移動手段の費用が含まれる。
③ 自動車関係費
自動車関係費の有効回答数は３６人、最大は５６，８２２
円（大分）、最小は８００円（徳島）、中央値は１５，９８３

円だった。ガソリン代や駐車料金が多くを占める
中、自家用車の修理代や夏タイヤ購入費など高額な
出費もあった。
④ 医療・衛生費
医療費の有効回答数は４１人、最大は６０，４１７円（大
阪）、最小は３２７円（京都）、中央値は７，１０６円だっ
た。病院受診や歯科受診など医療費にかかわる費用
が多くあげられていた。
⑤ 教育費
自身にかかる教育費の有効回答数は１７人、最大は

２１，５５７円（北海道）、最小は１５４円（長野）、中央値
は２，４７６円だった。奨学金返済は５件あり９，２３０円～
２１，５５７円だった。その他に資格試験参考書、労働安
全衛生講座費、外国語学習費などがあった。
（３）ランク別の結果
ランクごとの差引支給額は、Ａランク有効回答数
９人の中央値８５，７４７円、Ｂランク３６人の中央値は
７８，２１８円、Ｃランク１０人の中央値は８０，２７６円だっ
た。残金は、Ａランクの中央値は１１，５６５円、Ｂラン
クの中央値は１３，５２４円、Ｃランクの中央値は６，２６４
円だった。

図表２ 食費計の内訳 （円）
食料品 外 食 嗜好品 無料提供回数

中 央 値 ２１，９９３ ９，３８６ ３，３５０ ４

最 大 値 ６０，７０４ ６４，０６８ ２３，４２２ ４９
大分 高知 北海道 香川

最 小 値 ４，８９４ ６２５ ３５０ １
北海道 東京 東京 岡山、香川

回 答 数 ５５ ５２ ２３ ２９

図表４ 全国一律最低賃金1,500円を実現した場合
の結果 （円）
収入（一律１，５００） 残金（一律１，５００）

中 央 値 １７２，０７０ ９９，８３４

最 大 値 １８５，９１３ １８５，９１３

最 小 値 １５０，９２４ ▲１８６，３２４

回 答 数 ５５ ５５

図表３ その他計の内訳 （円）
家具・什器費 被服見廻品 医療・衛生費 教育費 交際費 通信費

中 央 値 １，９６０ ５，５１０ ７，１０６ ２，４７６ ９，５８０ ８，９２０

最 大 値 ６０，８０５ ３４，３１７ ６０，４１７ ２１，５５７ ６１，２９３ ２２，６８５
大分 北海道 大阪 北海道 北海道 大分

最 小 値 ２１９ ４００ ３２７ １５４ ８６０ ５３３
秋田 東京 京都 長野 神奈川 奈良

回 答 数 ２６ ２５ ４１ １７ ４０ ３８
（円）

交通費 自動車関係費 娯楽費 職業費 組合・共済費 諸雑費
中 央 値 ６，７００ １５，９８３ ６，５７７ ３，０００ ８，９５８ １１，８５０

最 大 値 ６３，５７０ ５６，８２２ １０８，５１０ １３，２００ ４３，０００ １４５，０２５
大分 大分 大分 京都 大分 岐阜

最 小 値 ４００ ８００ ４９２ ５５０ ５００ １３８
大分 徳島 秋田 兵庫 京都 大分

回 答 数 ３１ ３６ ４９ １０ ２６ ２５

４ 医療労働



① 食費
食費計は、Ａランク有効回答数９人の中央値は

３５，９９４円、Ｂランク３６人の中央値は４０，０３９円、Ｃラ
ンク１０人の中央値は５４，７０８円だった。
食費計の内訳として、食料品はＡランク９人の中

央値は２３，５８０円、Ｂランク３６人の中央値は１８，５０８
円、Ｃランク１０人の中央値は２２，３９９円だった。外食
はＡランク９人の中央値は８，６６２円、Ｂランク３３人
の中央値は９，２１０円、Ｃランク１０人の中央値は２３，７３２
円だった（図表５）。
② 交通費
交通費は、Ａランク有効回答数４人の中央値は

４，５７５円、最大５，４７０円（大阪）、最小４１８円（東京）
だった。Ｂランク２０人の中央値は６，６９５円、最大
３８，７００円（奈良）、最小４６０円（北海道）だった。Ｃ
ランク７人の中央値は３０，８００円、最大６３，５７０円（大
分）、最小４００円（大分）だった（図表６）。
③ 自動車関係費
自動車関係費は、Ａランク有効回答数３人の中央

値は２０，６９７円、最大２２，５００円（東京）、最小１６，５９０
円（大阪）だった。Ｂランク２３人の中央値は１５，３７６
円、最大５６，１００円（北海道）、最小８００円（徳島）
だった。Ｃランク１０名の中央値は９，４５２円、最大
５６，８２２円（大分）、最小１，０００円（大分）だった（図
表７）。
（４）全国一律最低賃金１，５００円を実現した場合の
結果 図表４
時給１，５００円を想定した場合、４４人の予算超過者

は１１人まで減少し、予算超過者４４人の残金の最大は
９５，４７４円（長野）、最小は▲１８６，３２４円（大分）、中
央値は５０，８５８円になった。

６ おわりに

「１度に数千円の医療費の支払いに生活を圧迫さ
れる感覚」「最低賃金では、車を持つ余力すらも与え
られないのだと実感」「家族が持てない」「娯楽を嗜
む余裕などなく今まで育ててくれた家族への恩返し
もままならない生活」。今年度の最低賃金生活体験
参加者から、こんな実態が浮き彫りになりました。
現在の最低賃金は全国加重平均額９６１円で、これ
は働いてもワーキングプアに陥ってしまう低水準で
す。そのうえ、２０２１年後半から始まった物価高騰が
生活をさらに苦しめています。物価上昇に見合わな
い最賃をこのままにしておいてよいのでしょうか。
体験での生活実感をもとに、各地の青年が最低賃
金引き上げを求め、地方最低賃金審議会で意見陳述
を行うなど、行動を起こしています。
全労連のめざす「全国一律最賃制度」の実現は、
すべての労働者の賃上げにつながります。全労連の
運動に結集することとあわせ、医療・介護労働者全
体の賃金水準の底上げのために、看護師と介護職を
対象とした特定最賃（産別最賃）の新設をめざすこ
とも重要です。
社会的な賃金闘争により、最低賃金や「第二の賃
金」ともいわれる社会保障などの社会全体にかかわ
る賃金の引き上げを求めていくことも必要です。団
体交渉やストライキなどの個別の賃金闘争に加え、
産別、地域、全国など、統一闘争に結集していくこ
とで、相乗効果が発揮されます。
署名などに参加し、社会保障の拡充を訴え、診療
報酬や介護報酬を引き上げ、医療・介護労働者全体
の賃金水準の底上げにつなげていきましょう。

図表５ ランク別の結果 ①食費（中央値） （円）
中央値 （食費計） 食料品 外 食 回答数

全 体 ４０，０００ ２１，９９３ １０，３７３ ―

Aランク ３５，９９４ ２３，５８０ ８，６６２ ９

Bランク ４０，０３９ １８，５０８ ９，２１０ ３６

Cランク ５４，７０８ ２２，３９９ ２３，７３２ １０

図表６ ランク別の結果 ②交通費 （円）
全 体 Aランク Bランク Cランク

中 央 値 ６，７００ ４，５７５ ６，６９５ ３０，８００

最 大 値 ６３，５７０ ５，４７０ ３８，７００ ６３，５７０
大分 大阪 奈良 大分

最 小 値 ４００ ４１８ ４６０ ４００
大分 東京 北海道 大分

回 答 数 ３１ ４ ２０ ７

図表７ ランク別の結果 ③自動車関係費 （円）
全 体 Aランク Bランク Cランク

中 央 値 １５，９８３ ２０，６９７ １５，３７６ ９，４５２

最 大 値 ５６，８２２ ２２，５００ ５６，１００ ５６，８２２
大分 東京 北海道 大分

最 小 値 ８００ １６，５９０ ８００ １，０００
徳島 大阪 徳島 大分

回 答 数 ３６ ３ ２３ １０
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最低賃金生活で感じたこと
北海道医労連／道北勤医労 森 裕貴

月の飲み代に８万かけていたことが判明
北海道医労連／全医労北海道医療センター支部 古名 慎

最賃と私
北海道医労連／道東勤医労 古川 拓生

２回目の参加になります。昨年よりも急な出費が
なく、十分に消費は抑えられていると思ったのです
が、物価の高騰もあり、改めて最低賃金で生活する
大変さを実感しました。
もし、私自身が体調を崩した際に最低賃金で生活

していたとすると、病院に行くのを我慢していたと
思います。臨床の現場で考えると、最低賃金で生活

せざるを得ない患者さんが受診することができず、
病気の症状が進行することにつながるのかなと思い
ました。
最低賃金生活体験に参加することで、自分の生活
を見直す機会にもなり、ベースアップ要求を継続す
る必要性を感じました。

今回初めて、最低賃金生活体験に１カ月参加しま
した。大好きなすすきののバーで飲むものをまず我
慢し、２個で割引になっているカップ麺を買ったり
する生活でした。実家に帰った時に「タダでおいし
いご飯が食べられる！」と思っていたら、家族で回
転寿司に行って全額払っていました。「もう、頑張
るのはいいや」となり、そこからすすきので遊ぶ生
活に戻りました。しっかり計上したら飲み代で８万
円です。私が最低賃金で暮らすことになったら、破

産人生です。アクトの前にアコムです（笑）。
これほどまでに、最低賃金とは娯楽を嗜む余裕な
どなくなり、今まで育ててくれた家族への恩返しも
ままならない生活となってしまうことに気づきまし
た。友人は、最低賃金を上げるためには、人件費を
支払う事業者側の負担も考えることが必要になると
言っていました。全ての人が、今よりも賃金の低さ
を気にしなくて済む世界にするために、みんなで声
を上げる必要があると思いました。

今回、私は３回目の参加です。毎回、いろいろと
学びの多い取り組みになっていましたが、今回最も
苦しめられたのは自動車関連の出費でした。
私は道東（帯広、釧路、根室、網走などを含む地

域）で車がなければ生活に困るような地域に住んで
います。最低賃金で生活するとなると、車を所有す
る余力すらも与えられないのだと実感しました。

現在、私は看護師として働いていて、市内には貧
困で困っている人が多くいると感じます。貧困のた
めに受診を控えてしまったり、まともな食事すらも
摂ることができない人もいたりするなど、貧困とい
う病がもたらす症状はさまざまです。こうした病を
根絶させるためにも、活動などを通して、なし得る
ことをなしていこうと思います。

最賃体験記
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「必要」のレベルを上げるために
大阪医労連／北野病院労組 吉本 祐介

“労働力の交換価値（賃金）は、労働力の再生産
に必要なコスト、すなわち労働者の生存を維持し、
労働者を明日も同じように働かせるために必要な経
費によって規定される（賃金の生存費説）”１）

経済学の本を紐解くと、このようなことが書かれ
ています。現在の最低賃金は、人間の生活を維持す
るために必要なレベルになっているでしょうか。１
カ月間の最低賃金生活を体験し、答えは明確にNO
だと気づかされました。
最低賃金を引き上げるためには、労働者が連帯し

て声を上げる必要がありますが、次のような批判が
あるかもしれません。①スキルアップして生産性を
上げろ、転職市場価値を上げろ、あるいは出世した
り人事考課で高評価されるように頑張れ、②ぜいた
くするな、節約しろ、我慢しているのは皆同じだ。
社会に文句を垂れる前に個人で自助努力しろ、甘

えるな、というわけですね。しかし、間違った方向
に努力しても、芳しい結果は望めません。それに、
個人の努力でできることには限界があります。労働
者同士で足の引っ張り合いや根比べをするのではな
く、労働者みんなが豊かになる方向を目指すべきで
す。①や②の努力は、方向性として正しいのでしょ
うか。
①について。確かに、患者さんのために良いサー

けんさん

ビスを提供できるよう日々の研鑽に励むことは、医
療従事者としての責務です。ただし、賃金は労働者
の努力や成果に応じて決まっているわけではありま
せん。労働者の価値（賃金）＝労働力の再生産費で
す。仕事で多大な責任やプレッシャーが発生すれ
ば、体力や精神力を回復させるために、より多くの
費用がかかります。高給取りは、働き続けるために
多くの経費を要するから高給なのです。スキルアッ
プや生産性向上のために、仕事を頑張りすぎて身体
を壊す人や、精神を病む人も出てくるでしょう。ス
トレスを発散させるために浪費をし、病院や薬にか
かる費用が増えれば、お金は、結局はなくなってい
きます。

②について。確かに、お金を大事に使うことは大
切です。ただし、労働者の価値（賃金）＝労働力の再
生産費です。生活費を切り詰めれば、労働者の価値
もその分、低下することになります。生活レベルが
下がっても労働者が文句も言わず同じように出勤し
てくるとなれば、人件費を極限までカットしたい経
営者は、「もっと賃金を下げても大丈夫だろう」と
考えるはずです。過度な節約は、努力というより
も、自分で自分を追い込む、痩せ我慢にすぎないの
ではないでしょうか。
労働者が豊かに生活していくためには、③「団結
して権利を主張する」という真の努力が必要なので
はないでしょうか。主張しなければ、権利は得られ
ないのです。最低賃金がこれほど低い水準に抑えら
れているのは、正しい方向の努力を怠ってきた労働
者自身の責任でもあると思います。
京都精華大学の白井聡准教授は、労働者の価値

（賃金）＝労働力の再生産費を上げるために「うまい
ものを食え、職人が握った寿司を食わないと生きて
いけないと言え」という、面白いことを述べていま
す。「労働者の価値（賃金）が上がるから、高級な
寿司が食える」のではなく、「（明日も元気に働くた
めに必要な要求として）高級な寿司を食うから、労
働者の価値（賃金）が上がる」という逆説です。
“「これ以上は耐えられない」という自分なりの限
界を設けて、それ以下に「必要」を切り下げようと
する圧力に対しては徹底的にたたかう。そして闘争
によって求める「必要」の度合を上げていく。それ
はすなわち、自分たちの価値、等価交換される価値
を高めていくということです”２）

貴重な学びの機会を得られたことを、日本医労連
青年協議会の皆さん、全国の医労連の仲間に感謝し
ます。ありがとうございました。
文献
１）木暮太一『働き方の損益分岐点』、講談社、２０１８年、p.９４
２）白井聡『武器としての資本論』、東洋経済新報社、２０２０年、
p.２７８
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「全国一律」にする意味
岐阜県医労連／岐阜民医労書記長 梅本 哲男

最低賃金－－現状維持ではなく前進を
全労災本部 渡辺 拓未

私は、この最低賃金生活体験への参加が３回目と
なりました。今までを振り返ると、精神的な疲労が
大きいことや、急な外来診療に対応する際には、今
の最賃では太刀打ちできないと感想を抱きました。
今回においても、私自身、参加する前から制限超え
となることが分かっていました。なぜなら、保険料
の影響が大きいからです。超えると分かっていなが
らでも、体験生活を実際送ることになると、お金を
使う場面において、ためらいが強くなります。
今回の最低賃金体験は、より改善を重ね、参加対

象を広げました。幅広い年齢層や多様な職種、世帯
の枠を拡げての実施となりました。最終的に制限を
超えた人の数は、前回より増えたという結果でし
た。節約を意識して過ごす人が多い中で、これほど

超える人が多いというのは、物価高騰に賃金が追い
ついていないことの表れです。
この波に対応するには、「全国一律１，５００円以上」

の最低賃金が必要ということです。全国民が安全・
安心した生活を当たり前に送るには、一律にするこ
とです。一律にすることで、生活水準を下げる必要
がなくなり、貯蓄に回すこともできるようになるた
め、豊かになる変化へつながる可能性をもっている
からです。
今年の最低賃金審議会では、全国で５０円の上げ幅
を提示しました。これまでにない上げ幅です。しか
し、私たちが求める金額に対しては、未だ遠いとこ
ろにいます。これからも、諦めずに強く訴えていき
たい。

「最低賃金で生活できるかな」と不安を抱きなが
ら最低賃金生活体験に参加しました。インターネッ
トで楽しめる無料のコンテンツはたくさんあり、仕
事が終わって、自炊し、寝るだけの生活であれば、
最低賃金でも生活ができました。
しかし、それが本当に健康的な生活なのかという

と疑問に感じます。私の最賃生活体験では通信費と
交際費が生活費の大きな割合を占めました。スマー
トフォンやネット環境は生活必需品にも関わらず、
端末代や利用料は高い。外食したり、カフェに行っ
たりすることも気兼ねなくできません。交友関係を
維持するためにも、プライベートで外食やお茶をし
ながら会うことは必要になってくると思います。
最低限のお金の余裕がないと交流する場所も制限

され、孤立してしまう。孤立すると、困ったときに
相談に乗ってくれたり、助けてくれたりする人が少
なくなると思います。今の最低賃金では絶対的貧困

は回避できても、ケガや病気の医療費を支払う十分
な余裕もなく、心の余裕もありません。とても健康
的な生活を維持できるとは言えません。
政府の最低賃金審議会で、２０２４年度の最低賃金を
平均５％以上引き上げることが決定されました。こ
の引き上げ率は評価できますが、２０２０年度の引き上
げは１円。政府は景気の良し悪しで引き上げ率を決
めています。労働者がしっかり生活できるように、
社会政策として賃金を引き上げるべきです。
賃上げは豊かさを測る一つの指標であり、最低賃
金の引き上げは底上げなので、日本全体の豊かさに
直結します。企業にとっても生産性を上げる効果が
あります。経営者は、経営状況を理由に最低賃金の
引き上げに反対の立場の人が多いですが、科学技術
が進歩し、さまざまな物やサービスが便利になって
います。経営者には便利なサービスの活用や工夫を
して、現状維持ではなく賃金が上がるように前進、
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物価高騰の影響を痛感した
大分県医労連／大分県厚生連労組 丸山 健太

健康体あるのか？最低賃金生活
大分県医労連／大分県厚生連労組 藤本 康平

努力してほしいです。日本のすべての労働者が社会
の進歩の恩恵を受け、将来に希望が持てる社会にな

るよう、さらなる最低賃金の引き上げを望みます。

今回の最低賃金生活は昨年に続いて２回目の参加
となりました。前回、参加した際には費用を抑える
ことを目標にして生活し、何とか最低賃金以下に生
活費用を抑えることはできましたが、かなり窮屈な
生活となり、改めて最低賃金での生活の難しさを感
じました。
今回は、何も意識していない状態でどれだけ金額

が設定額を超過してしまうのかを確認するため、あ
えて普段どおりに過ごすことにしました。特に今回
は遠出をすることがあり、その際の旅費等で大幅に
目標金額を超えてしまいましたが、物価高により通

常通りに生活するだけでも、おそらく費用を抑える
ことはできなかったと思います。食料品やガソリン
代等、生活していくうえでどうしても必要な物の値
段が大きく上がっており、家族がいる人や遠くから
職場に通っている人は、さらに苦しい生活を強いら
れていると思います。
今回の取り組みから、最低賃金での生活は以前と
比べても難しくなっているように感じました。貯蓄
や趣味等、心の余裕をもって健康な生活を送るため
にも、最低賃金を上げることが不可欠だと考えま
す。

大分で最低賃金生活を体験してみて、いくつかの
困難や気づきがありました。まず、観光地として知
られる大分では、生活費が高めでした。特に食材や
日用品などの価格が観光地価格で設定されているこ
とが多く、予算内でのやりくりが難しいと感じまし
た。
さらに、地方特有の問題として、車がないと日常

生活が不便であることも痛感しました。スーパー
マーケットやドラッグストアなどへの買い物も、車
を持つことが前提の生活環境で、移動手段が限られ
ると、生活の自由度が大きく制限されることを実感
しました。
また、最低賃金での生活では、趣味や娯楽に使え

るお金がほとんどありませんでした。趣味の活動や
友人との交流に費やす余裕がないことで、精神的な
充実感も得にくく、ストレスが溜まりやすい状況で

した。自由に使えるお金が少ないと、生活の質が低
下することを、身をもって感じました。
さらに、生活費を抑えるために食事の質や量にも
制限がかかり、結果として体重が減少しました。栄
養バランスを考えた食事を摂ることが難しく、健康
面でも不安を感じる場面が多かったです。最低賃金
生活が続くと、長期的な健康への影響も心配されま
す。
この体験を通じて、地方での最低賃金生活の厳し
さや、生活費の高騰、趣味や健康への影響など、多
くの課題を痛感しました。最低賃金での生活は、物
質的な制約だけでなく、精神的な充実感や健康にも
大きな影響を及ぼすことを実感しました。この経験
は、社会的な支援や政策の必要性を強く感じさせる
ものでした。
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「健康で文化的な最低限度の生活」は営めない
秋田県医労連青年部部長／秋田赤十字病院労組 南波 晃

最賃体験に取り組んで感じた地域格差
日本医労連青年協議会副議長／徳島県医労連／徳島健生労組 小倉 緩奈

昨年に引き続き最低賃金生活体験に取り組みまし
た。日本国憲法第２５条には「すべて国民は、健康で
文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とい
う条文がありますが、最賃では健康で文化的な最低
限度の生活は営み難いということを、今回の体験を
通して切に感じました。
体験期間中に自治体の歯周疾患健診があり、人生

で初めての虫歯治療、親知らずの抜歯を経験しまし
た。自分の体は生来、比較的頑丈な方と自負してお
り、就職してからは勤務先での健康診断や予防接種
のみでロクに医療機関を受診したことがなく、医療
費の負担がなかなかに重いものと全く認識していま

せんでした。私の住んでいる秋田県での差引支給額
（１カ月に使える金額）が参加者中最も低かったこ
とも相まって、一度に数千円の医療費の支払いに生
活を圧迫される感覚がひどくありました。
今回は歯科治療でしたが、これを突発的な体調不

ひっぱく

良等に置き換えると、正直かなり逼迫した生活にな
ると感じました。体調不良でも自分の懐具合を勘案
し、受診するか否か等考えなければならない生活
は、全くもって「健康で文化的な最低限度の生活」
ではありません。今回の経験を経て、改めて全国一
律最低賃金制度の必要性を実感し、最低賃金引き上
げを求める運動を行う必要性を感じました。

私は今年、２回目の最低賃金体験に取り組みまし
た。昨年との生活や結果を比較しながら、LINEの
オープンチャットで全国の青年の参加者とコミュニ
ケーションを取りながら１カ月の最賃生活を実際に
体験することで、多くの学びを得ました。
私は徳島県からの参加で、最低賃金は８５５円から

８９６円に増額しましたが、今回、必要経費を引いて
１カ月で使える金額は７万６，１３５円で、決して生活
が楽になったとは感じませんでした。なるべく食費
を抑えるよう自炊し、趣味である化粧品やキャラク
ターグッズの購入を控えるなど工夫しましたが、予
定予算を超過してしまいました。最賃体験中に友人
と大阪に旅行に行きましたが、旅費のことを考える
と、心から楽しむことができませんでした。
今年は青年協議会として青年学習交流集会の中で

キックオフ集会を行い、オンラインで２回、報告会
を行いました。今年は全国で最低賃金が増額された
ものの、結局どの地方も現在の最低賃金では生活が
成り立たないという意見が多かったです。

私は今回の最低賃金体験での経験をもとに、徳島
県の地方最賃審議会で意見陳述を行いました。現在
の徳島県の最低賃金では、食事を取ることが精一杯
で、最賃生活は憲法で保障されている健康で文化的
生活ができないことや、労働法の人たるに値する賃
金の保障に反していること、看護師の収入にも最賃
の低さは反映されており、同じ大学を卒業しても、
神戸や大阪で働く看護師の友人の年収と比較して、
１００万円以上の差がある場合もあったことなどを紹
介しました。また、私は地元の徳島県で働き続けて
いますが、大阪や兵庫、東京で働いている看護師の
友人たちとこれだけの差があるのでは、県外で働い
た方が良いのではないかと悩んだこと、私の職場で
は看護師の人手不足が深刻でどれだけ募集しても応
募がなくギリギリの人数で病棟を回していることも
話した上で、人手不足を解消するため早急に最低賃
金の引き上げが必要だと訴えました。
全国一律最賃、誰でも時給１，５００円をめざし、これ

からも団結して活動していきましょう！
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本日は、「ジェンダーってそもそも何だろう」「ジェ
ンダーがどうしてあるのか」ということについてお
話ししていきたいと思います。

そもそもジェンダーって何？

ジェンダーとは、社会が構成員に対して押しつけ
る「女らしさ」「男らしさ」「女性はこうあるべき」
「男性はこうあるべき」という行動規範や役割分担
などを指します。例えば「女性の幸せは、結婚して
子どもを産むことだよ」というのも、「女性の幸せ」
という行動規範や役割分担を含んでいるので、ジェ
ンダーの一例だと思います。
こうしたジェンダーはあらゆるところにあって、

日常的にマスコミなどを通じて、学校の中でもシャ
ワーのように浴びているので、意識して変えていく
ことが大切です。

「夫婦＋子ども」世帯は一般的？

例えば内閣府が１１月の第３日曜日を「家族の日」
と定めていますが、そのロゴには男性と女性と子ど
も３人が描かれています。「家族」というとこうい
うイメージかもしれませんが、実際はこれが普通で
はありません。単身世帯や子どものいない夫婦、母
子家庭・父子家庭もたくさんあります。
統計を見ると単独世帯がとても増えていて、２０２０

年では３８.１％でトップです。夫婦のみが２０.１％、夫
婦と子どもからなる世帯は２５.１％にとどまっていま
す。これからどんどん少子化が進み、単独世帯は４

割以上になるだろうと予想されています。「家族＝
夫婦＋子ども」は実は少数派で、それが標準だと思
うと、いろいろな弊害が出てきます。
例えばよく、「女性の幸せは結婚すること、家族
を持つこと、子どもを産むことだよね」と言われま
すが、そこで前提となっているのは異性婚（男女の
結婚）です。独身の人がいると、「どうして結婚し
ないの？」「結婚っていいよ」、子どもが生まれたら、
「じゃあ２人目は？」、離別や死別で１人になると
「さみしくないの？」と。これを強く押し付けると
セクシャル・ハラスメント（セクハラ）になります。
同性婚を望む人たちもいるし、異性婚でも子ども
はいらないと思うカップルもいる。子どもが欲しく
ても産めない人もいるし、結婚自体したくないとい
う人もいます。「結婚するのが当然、子どもを持つ
のも当然」という考えで物事を進めようとすると、
それに傷つく人も出てきます。

家父長制度・「家」制度が背景に

私は、ジェンダーの大元は家父長制度にあると考
えています。家父長制をイメージするために、明治
時代の家制度について紹介します。
戸主という家長がすごく偉い。家長が戸主と呼ば
れていて、家族に対する居所指定権などを持ち、一
方で女性や妻は無能力とされました。自分の財産で
も夫・家長の許可がないと勝手に処分できない、働
きに出られないなど、能力が制限され、同居や貞操
義務も規定されていました。親の財産は長男が単独
で相続しました。女性の側から見ると、家長である
父親、結婚すれば夫、夫が亡くなれば長男に従わな

日本医労連 オンラインセミナー：ジェンダー平等まなばNight!

ジェンダーって？
どうしてジェンダーがあるの？

第1回
（2024年3月21日）

講師

岸 松江
弁護士
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ければいけないとされていました。
なぜ、こうした制度があるのでしょうか。これは、

財産を自分の子どもに継いでいくことが目的だと思
います。家父長制度のもとでは、女性に与えられる
最も重要な役割は、家長の子どもを産み、育てるこ
とです。現在も家父長的なものが残っていて、女性
の役割は子どもを産み、育てることがクローズアッ
プされがちです。
日本国憲法では、結婚するか・しないか、子ども

を産むか・産まないか、いつ産むのか・何人生むの
か、それは自己決定に属すること、幸福追求権の中
身です。それよりも家を守る、財産を承継していく
ことが優先だ、だから産まなければならない、それ
が幸せだとすり替えて、女性はそもそも家庭を守る
のが本分で、男は家を支えて仕事をする、そこから
「男らしさ」「女らしさ」もつくられていると思い
ます。戦争中は、特に「産めよ、増やせよ」と、将
来は兵士になる子どもをたくさん産んだ母親が尊敬
されました。

家父長制から生じる
ジェンダーバイアス

「女性の役割（幸せ）は子どもを産むこと」から
派生して、「そもそも女性には母性がある」とされ
ました。家事や子育ては女性が向いているんだと。
そこから、「結婚しない男性や女性は一人前じゃな
い」という価値観が出てきます。また、女性の役割
が生殖能力にフォーカスされ、故・石原慎太郎氏は
「おばさんはムダ」などと放言していました。おば
さんになるとぞんざいに扱われるのは、こうした価
値観から来ていると思います。
同性婚の人は子どもを産まないから生産性がない

から保護する必要はないと言った政治家もいます。
また、正妻が子どもを産まなければ、夫は愛人を持っ
て婚外子をつくってもいい、むしろそれは男の甲斐
性だという発想も出てきます。そして、「夫＝家長」
の子どもを産むという発想から、女性には貞操義務
が必要とされます。
セクハラの根本にも、職場の中でもパートナーで

はなくて性的な対象として見ることがあると思いま
す。また、女性は家庭を守るのだから、仕事も家計
補助でいい、非正規雇用でもいい、だから賃金も低
くても仕方がない。重要な仕事は女性に任せられな

い、管理職に向かない、とも言われます。明治時代
には「女性の本文は家庭だから政治には向かない」
とも言われました。政治は男のやるべきものだとい
うわけです。

「神話」もジェンダーが背景に

「母性神話」って聞いたことがありますか？ 女
性にはそもそも母性があるから、育児をするのは当
然だという主張です。しかし、発達心理学では、子
どもに対する愛はもともと女性に備わっているので
はなく、子どもとの交流の中で育まれていくと説明
されています。これは父親（男性）も同じです。
「３歳児神話」もありますね。３歳までは母親の
もとで育った方がいいという神話です。これも、合
理的な根拠はないと言われています。

ごうかん

「強姦神話」というのもあります。前提にあるの
は、女性は貞操観念があり、強固な貞操義務がある。
そして、性的自己決定権は夫にあるという考え方で
す。そこから、見知らぬ男性から性的加害を受けた
時に、「貞操義務があるのだから、命をかけてでも
抵抗すべき」「そもそも、露出の多い服装をしてい
たから、あなたにも非があったのではないか」など
と言われてしまう。
実際には、被害者が抵抗するのは非常に難しいも
のです。そして、加害者は服装で選ぶのではなく、
抵抗しなさそうな人を選ぶと、痴漢の研究ではわ
かっています。

日常に潜む偏見をなくそう

ジェンダーバイアス（ジェンダーに基づく偏見）
は日常の中にあります。「ピンクは女の子」「イクメ
ン」「女子力」など。なぜ、男性だけ「イクメン」
と言われて褒められ、女性だけが「女子力」として
気遣いなどを求められるのか。それは、アンコンシャ
スバイアス（無意識の偏見）と言われます。
「マイクロアグレッション」をご存知ですか？
明らかな差別ではなくても、先入観や偏見を基に相
手を傷つける行為のことです。例えば「料理がうま
いから、いい奥さんになるね」は、褒めているつも
りでも、「料理は女性がやるもの」という偏見があ
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ります。ジェンダーに限らず、黒人に「足が速そう」
と言うのもマイクロアグレッションのひとつです。

政策決定機関における
女性比率

いろいろな場面における女性比率を見てみると、
例えば衆議院の女性当選者は１０％、弁護士も女性弁
護士はまだ２０％弱です。意思決定機関や専門職・管
理職、議員なども、まだまだ女性は少数派です。
『存在しない女たち～男性優位の世界にひそむ見
せかけのファクトを暴く』（キャロライン・クリア
ド＝ペレス著）は、興味を持ったらぜひ読んでいた
だきたいのですが、「人間（human）」と言った時に、
どうしても男性を思い浮かべる、女性は存在しない
かのように扱われているということを、さまざまな
統計を紹介しながら述べています。
「実力主義」という神話もあります。「男性の方が
実力がある」というバイアス。ニューヨーク・フィ
ルハーモニックではかつて、女性の音楽家はほとん
どいなかったのですが、ブラインド審査をして音だ
けで判断したところ、女性の合格者が半分を占めた
そうです。それまでは同じような実力があっても女
性ははねられていたわけです。「優秀バイアス」と
いうのもあります。女性の著者による研究論文も、
それを査読した人の名前に女性が入っていると採用
されないという傾向がありました。
データにおけるジェンダーギャップも指摘されて

います。例えば、医学教育の中で男性が標準になっ
ていて、治験で薬の効果を調べる時も女性の参加率
は男性の半分以下で、そのため男性により効果があ
るような薬が開発されてしまい、むしろ女性には副
作用が強かったり、効かなかったりする。
GDP（国内総生産）には、無償労働は含まれて

いません。家事や育児など、女性は無償でさまざま
なケア労働をしていますが、それはGDPとしてカ
ウントされないのです。
職場文化も男性に有利です。日本企業は「長時間

労働」を「有能さ」と混同していて、長時間働く従
業員が評価されやすい傾向にあります。日本の女性
は１日５時間の無償労働をしており、男性のように
長時間労働ができません。他にも、飲み代は経費に
なっても保育費は経費として認めないことも、男性
中心文化の一例ではないかと指摘されています。

「男らしさを競う文化」とは？

東京大学大学院研究科附属バリアフリー教育開発
研究センター特任助教・飯野由理子氏は、職場の中
で男らしさを競う発想や文化があるのではないかと
指摘しています。それは、①弱さを見せるな。失敗
や間違いを認めたら負け、②強さとスタミナ。長時
間働けるスタミナが美点、③仕事第一主義。家庭を
顧みないことをよしとする職場文化、④弱肉強食。
仕事競争だ、同僚は仲間ではなく競争相手だ、と。
この４つの要素を持っている人が職場で評価され、
役職に就くことで、こうした「男らしさ」が再生産
されてきたのではないかという指摘です。
「男らしさを競う文化」の弊害としては、①部下
や同僚に対するいじめやハラスメント、不正行為が
起こりやすい、②過剰な競争による長時間労働の横
行、③燃え尽き症候群や離職、うつや過度なストレ
スを誘発、⑤職場に心理的安全性やミスを許容する
空気がない、⑥ワークライフバランスの悪化による
幸福度の低下、⑦職場内のイノベーションが低下、
⑧女性やマイノリティは不利になる、といったこと
が挙げられています。

日本国憲法は家父長制を否定

家父長制は、今の日本国憲法ができた時に否定さ
れました。憲法１３条（個人としての尊厳）、２４条（婚
姻は両性の合意のみに基づいて成立する）など。２４
条の趣旨は、家庭における男女の平等と家父長制の
否定です。しかし、ジェンダーによる差別は今も残っ
ています。
１９４７年に日本国憲法が施行され、女性参政権や労
働基準法が制定されました。その時にはまだ、結婚
退職制や３５歳定年制が残っていて、それを女性たち
がどんどん変えていき、１９８５年に不十分ながら男女
雇用機会均等法が成立します。
最近も、「#Me Too運動」など、女性たちが声を
上げていますが、それでも、私たちの内面にも、気
づかないうちにジェンダーバイアスが存在していま
す。それを常に見直していくことが大切だと思いま
す。
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本日のテーマは「ジェンダーと日本の実情」です。
日本のさまざまな分野におけるジェンダーの実情を
見ていきたいと思います。

日本のジェンダーギャップ指数

ジェンダーギャップ指数は、スイスの「世界経済
フォーラム」という団体が毎年出しているもので、
男性に対する女性の割合の数値を示しています。０
が完全不平等、１が完全平等を示します。
日本は２０２３年、１４６カ国中１２５位という過去最低の
順位を記録しました（図表１）。「教育」「健康」「政
治参画」「経済参画」の４つの分野で数値を出すの
ですが、日本は「教育」や「健康」の分野は１に近
いものの、「経済」と「政治」の数値が恐ろしく低
い。ジェンダーギャップ指数の１位はアイスランド
で、欧米各国、特に北欧の国が上位を占めています。
その次に欧米、アジア各国の順位は比較的低いわけ
ですが、その中でも日本は非常に低い状況です。

労働分野におけるジェンダー

次に、労働分野におけるジェンダーを見てみま
しょう。「女性活躍推進法」が改正されて、２０２３年
３月決算から、従業員が３０１人以上の上場企業は有
価証券報告書に①女性管理職比率、②男性の育児休
業取得率、③男女の賃金の差異などの公表が義務づ
けられました。
有価証券報告書に「正規雇用の男女賃金差異」を

記載した企業の平均は、男性１００とした場合、女性

が７１という結果でした。しかも、大企業の方が賃金
格差は大きい傾向にあると分析されています。産業
別では金融・保険業の格差が最も大きく、特に日本
生命保険では男性１００に対し女性は３８．８。正規雇用
だけの比較でも４０．１と、女性の賃金は男性の５割に
満たないという結果でした。また、日本を代表する
大企業・トヨタ自動車は、男性１００に対して女性は
６６．７％と、公表企業全体の平均を下回りました。
図表２は国際比較です。少し古いデータになりま
すが、国際的に見ても日本の男女賃金格差は大きい
ことが分かります。

男女の賃金格差の要因

男女賃金格差の主な要因をまとめると、①女性労
働者は非正規雇用が多い、②管理職の女性割合が低
い、③子育てしながら働きにくい職場である、③男
性の長時間労働が背景にある――になります。
女性の非正規労働者の割合は５４．４％。男性の

２２．２％と比べ、２倍以上の差があります。パート・
アルバイトなどの非正規労働者の賃金は正規労働者
よりも低いため、非正規の割合が多い女性労働者の
平均賃金は男性の平均賃金よりも低くなります。
ちなみに、非正規労働者の男女の賃金を比較する
と、女性の方が低いという結果が出ています。同じ
職場での男性非正規と女性非正規の賃金水準にはそ
れほど差がないと思うのですが、日本全体で比較す
ると、男性の非正規は建設や製造業で働いている人
が多く、女性の非正規は医療や介護、あるいはサー
ビス産業で働いているケースが多いからです。産業
別の賃金格差が非正規同士の賃金の格差を招いてい
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ると私は考えています。製造業や IT、建設など男
性が多い職場の賃金と比べると、医療や介護など女
性の多いケア労働の賃金は低いからです。

低い女性の管理職割合

女性管理職の割合は、１０～３０人未満の企業が
２１．３％なのに対し、５，０００人以上の企業では８．２％と、
大企業ほど女性の管理職割合が下がります。
日本は子育てしながら働きにくい職場で、３０代で

女性の就業率がペコンと下がって、４０代以降になる
とまた上がってくる。これを「Ｍ字カーブ」と言い
ます。子育て時期に一度仕事を離れて、休業は一定
期間しかできないので仕事を辞めて、子育てが一段
落したら非正規などで働き始めるという構図が、女
性の側にはできているわけです。２０２０年は２００２年よ
りＭ字カーブの谷底は上がりましたが、それでもＭ
字になっていることが分かります（図表３）。仕事
をしていない期間、賃金はゼロですから、女性の平
均賃金を下げることにもつながっています。

男性の長時間労働

労働時間を見ると、男性の場合、子育て世代であ
る３０代の男性社員の７割以上が週４３時間以上働いて
いて、他の年齢層より高くなっています。女性社員
も２０代よりも割合は下がるものの、３０代の４割強が
週４３時間以上働いています。つまり、残業をしてい
る。男性は非正規労働者でも年代を問わず４割弱が
週４３時間以上働いています。

男性が長時間労働だと、その分、妻である女性が
家事・育児を担わなければならなくなり、必然的に
男女の賃金格差をもたらし、女性が非正規にならざ
るを得ないことにもつながります。これらは賃金を
押し下げる要因となるわけです。

税・社会保障とジェンダー

賃金とも連動しますが、税・社会保障における
ジェンダーというと、よく「〇〇円の壁」と言われ
ますよね。例えば、年収が１０３万円を超えると所得
税を払うことになるため、家計補助的に働く女性が
１０３万円を超えないよう働く時間を抑えるという現
象が出てきます。社会保険料も、年収１０６万円を超
えると社会保険料負担が生じるため、ここを超えな
いように働く。必然的に女性の賃金を引き下げるこ
とになります。
これは、世帯別の税・社会保険制度になっている
ことが原因です。このままでは男女の平均賃金格差
は埋まらないということになります。

性的マイノリティに対する差別

日本のジェンダー格差としては、性的マイノリ
ティに対する差別がまだまだ根強いこともありま
す。歴史的に同性愛は違法とされ、刑罰の対象とさ
れていた国が多くあります。いまもアフリカの一部
の国やイスラム諸国では犯罪とされ、精神的な病気
と認識されていた国も多くあります。
法律上さまざまな不利益があります。例えば同性

図表１ ジェンダー・ギャップ指数（GGI）２０２３年 図表２ 主要各国の男女賃金格差
※各国の男性中央値を１００とした場合の女性賃金の中央値
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同士の結婚が法律上認められないことにより、同性
カップルが同居する部屋の賃貸借契約が事実上締結
しにくいとの問題があります。パートナーが入院や
手術をする時に、法律上の婚姻関係にないため、手
術や入院の同意ができないこともあります。亡く
なった場合も、法律上の配偶者になれないために法
定相続分が得られません。
こうした法律上の不利益をこうむるのは憲法違反

ではないかと、全国で裁判がたたかわれています。
２０２４年３月１４日には札幌高裁で初めての高裁判決が
出され、「国が同性間の婚姻を認めないことは憲法
２４条１項、２項に反する」と明確に判断しました。

政治分野等におけるジェンダー

そして、政治分野におけるジェンダー。例えば、
社会保障の制度をつくっているのは国会ですが、こ
うした意思決定の場や指導的地位に占める女性の割
合が少ない。衆議院議員の女性の割合は９．９％と１
割にも満たない数字です。参議院でも２２．９％で３割
に満たない。都道府県レベルでは、女性の都道府県
議会議員はわずか１１．４％。都道府県知事に至っては
４．３％と５％にも届きません。
国家公務員採用試験からの採用者の女性割合は

３６．８％ですが、管理職である課室長相当職はわずか
５．３％。国の審議などの委員は４割近くを女性が占め
ますが、都道府県における本省課長相当職の女性職
員は１１．３％です。例えば、厚生労働省の管理職に女
性が少ないと男女の賃金格差の問題、医療などの厚
生分野に女性が少ないと女性の健康に関する制度づ
くりなどに女性の実態が反映されにくいということ
があります。

司法分野でも、弁護士、裁判官、検察
官、それぞれ女性は３割に満たないので
す。司法分野におけるジェンダーの遅れ
については日々痛感しているところで
す。それでも裁判官、検察官は女性が増
えてきている感じがしますが、女性弁護
士は２割にも満たない状況です。人権を
守る弁護士の団体でもハラスメントや女
性差別発言を多く見聞きします。それが、
こうした割合に表れていると思います。
民間企業における管理職の割合は、課

長相当職、部長相当職、役員と、立場が上がるほど
女性の割合は下がります。農業委員は１１．８％、教育
研究機関１８．６％、大学教授１７．２％、研究者１６．６％と、
研究機関においても女性の割合は低いのが現状で
す。
医療分野では、薬剤師は６５．６％と高くなっていま
すが、医師、歯科医師の女性割合も低い。公認会計
士も１５．２％にとどまっています。

追いつかない法改正――参加者から

参加者１ 薬剤師について、薬科大学の学生の男女
比に極端な差はないと思いますが、大学卒業後、男
性の多くは製薬会社や研究機関に就職し、薬剤師を
選択するのは女性が多いということではないでしょ
うか。製薬会社や研究機関の給料は高くても妊娠・
出産などで休みづらいため、病院や薬局に女性が流
れる傾向にあるのではないかと思います。
参加者２ 日本では妊娠中絶が堕胎罪など、１１０年
以上前にできた法律がまだ生きています。こんな国
だから夫婦別姓も認められず、人権が尊重されない
のではないかと感じています。
青龍 日本国憲法が制定された後も明治以来の民法
と刑法はそのまま引き継がれました。少しずつ改正
はされていますが、大改正は行われませんでした。
堕胎罪の廃止を求める運動はずっとあるのですが、
その都度、バックラッシュが起きて、いまだに残っ
ています。
ただ、性犯罪に関しては、被害者団体や女性たち
が声を上げたことで、「強制性交罪」ができました。
堕胎罪についても、「これはおかしい」と声を上げ
ることで変えていくことはできると思います。

図表３ Ｍ字カーブは緩やかになったが、女性の正規雇用率は
２０代をピークに右肩下がりが続く

１６ 医療労働



本日は、「ジェンダー平等と平和」というテーマ
でお話ししたいと思います。

家父長制を支える
ジェンダー意識

ジェンダーは「男らしさ」「女らしさ」という社
会的につくられた意識を指していますが、なぜそう
いうジェンダーがあるのかというと、第１回でも触
れたように、家父長制度、いわゆる「家」制度が背
景にあると考えています。
明治時代はまさに家父長制度で、お父さんが「戸

主」で一番偉く、家族の居所指定権を持っていまし
た。妻は無能力とみなされ、自分が婚家から持って
きた財産であっても、それを使うには夫の了解が必
要で、妻には管理権がありませんでした。
女性は無能力者ですから、子の親権は父親が持ち

ました。一方、男性は長男が戸主権を持ち、長男が
単独相続するのが原則でした。そして、女性は父親
か長男に従うべきものだとされました。
家父長制度の根本的・究極的な目標は、家の財産

を確実に自分の子どもに承継させることです。その
ため、女性にとって最も大切なことは家長の子ども
を産み育てることでした。女性の一番の役割は結婚
して子どもを産むこと、それができない人は一人前
ではない。それを支えるための「男らしさ」「女ら
しさ」がつくられたわけです。
家父長制とは、主に男性が支配的で特権的な地位

を占める社会システムのことを言います。ある研究
者は、家父長制が依拠する物質的な基盤は「男性に
よる女性の労働力の支配である」と指摘しています。
「女性は子どもを産むのだから家にいなさい」「家

で家事をし、子育てをしなさい」と。そして、女性
に生産活動を許さないことで女性の労働を支配し、
女性が独自の賃金を得ることを制限する。
私は、次の２つの支配が家父長制を特徴づけてい
ると考えています。
その１つは、「生殖力の支配」。女性の生殖は家の
財産を引き継ぐために必要なので、子どもを産むこ
とが女性の役割になります。もちろん子どもを産む
ことが幸せの源泉になる場合もありますが、本来、
私たちの生殖活動は、世継ぎを産むことが目的では
ないわけです。
家父長制の前には、女性の生殖力が崇拝・尊敬さ
れていた母系社会がありました。しかし、家父長制

けが

になってからは、女性の生理は「穢れ」と格下げさ
れて、そのため女性は相撲の土俵にも上がれない、
山にも登れないということもありました。生殖能力
を持つ女性には劣等性があると価値が転換してし
まったわけです。
でも、こんなことが間違いなのは明らかですね。
私たちは誰もが女性から生まれてくるわけで、生理
は生命の源泉のために必要なものです。それを「穢
れ」として、女性の生殖力をおとしめ支配し、女性
は子どもを産むのが役割だとされる。日本では現在
でも中絶を自由に認めず、ピルなどもなかなか解禁
せず、性教育も積極的に行わないようにしています。
同時に、女性に出産・育児・家事労働をあてがい、
それを無償化することで、賃労働については女性を
周辺化する。これが女性の非正規労働化にもつな
がっています。
『戦争とジェンダー』（若桑みどり著、大月書店）
では、「人類の歴史を通じて生涯無償労働に従事さ
せられたのは奴隷と女性だけだ」と指摘されていま
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す。無償労働によって女性を奴隷扱いしているとい
うのが、家父長制度の特徴の一つです。

「有害な男らしさ」に気づくこと

第１回でもお話ししましたが、現在の職場では「男
らしさを競う文化」であり、共通する４つの要素が
あります。それは、①弱さを見せない、②強さとス
タミナ、③仕事第一主義、④弱肉強食、です。
この「男らしさを競う文化」は、現在でも会社・

教育・スポーツの中で再生産されています。弱さを
見せずにガンガン頑張り、弱肉強食で相手を追い落
として自分の会社が利益を上げて勝ち抜くんだと。
マスコミもそれを後押ししています。
その弊害についても第１回で説明しましたが、「有

害な男らしさ」、つまり、①男らしくあるために感
情を抑えて「辛い」と言わない、②表面的なたくま
しさや力をはかるために暴力を使ってもいい、とい
う傾向が容認されています。職場や学校、家庭、地
域などで男性としての特権を持つことで「有害な男
らしさ」を身に付けるという構造が、今の社会の中
にも残っています。
その結果、「男らしさ」から外れるマイノリティ

が排除されます。ここには女性だけでなく、同姓愛
者なども含まれます。そういう人たちを排除したり、
横暴に振る舞ったりすることで力を誇示する。相手
をリスペクト（尊重）してお互いの違いを認め合う
のではなく、「俺の方がすごいだろう？」といった
人間関係をつくってしまう。自分の優越性を誇示す
る結果、女性へのＤＶや性暴力などへとつながって
しまうわけです。
ジェンダー平等を実現するには「有害な男らしさ」

に気づくこと、再生産しないことが重要だというこ
とになります。

ジェンダー平等と平和との関係

ここから、ジェンダー平等と平和との関係につい
てお話しします。家父長制がつくり出す「男らしさ」
と、「女らしさ」による軍事化という問題がありま
す。これはアメリカの社会学者、シンシア・エンロー
の『策略――女性を軍事化する国際政治』という著

書からの引用ですが、「戦争は具体的な男女で遂行
するけれど、特定の『男らしさ』『女らしさ』の観
念を総動員して遂行する」と指摘されています。
男は「家族と国を守るために命をかけて戦場へ行
くんだ」として戦場に送られます。兵役に就けない
人、例えば病人や障害者は役に立たないので、排除
して構わない。ナチスは障害者をユダヤ人と同じよ
うにガス室に送り込んだとされています。
そして、命をかけて戦場に行く男たちに「慰安婦」
や「基地の女」は必要なのだと言われます。「銃弾
が雨嵐のごとく飛び交う中で命をかけて走っていく
時に、猛者集団、精神的に高ぶっている集団を休息
させてあげようと思ったら、慰安婦制度が必要なの
は誰だって分かるじゃないか」――これは、日本維
新の会・元共同代表の橋下徹氏の言葉です。

りょうじょく

このように男を誇示して女性を凌辱する、あるい
は戦争遂行の手段としての大量のレイプもありま
す。民族浄化を口実にしたレイプ、例えばボスニア
などでは、人前でレイプをすることで恐怖心を与え、
村人たちを追い出す。そのために女性を捕まえてき
て村人たちが見ている前でレイプするということが
行われました。その時に大事なのは、「それこそが
男らしいんだ」ということです。男らしさや強さを
見せつけて、「俺たちが勝利者だ」と示す。このた
めに「男らしさ」が必要だというわけです。
反対に、「女性らしさ」の観念による軍事化もあ
ります。未来の兵士を産み育てる軍国の「母」、夫
を送り出して家を守る「妻」が称賛され、たくさん
子どもを産む人たちが称賛される。一方、道徳的純
潔と母性的自己犠牲の観念から外れた売春婦や、戦
争に反対する女性たち、敵国の女性などは凌辱され
ても仕方がないと考える。ある場合には、「戦利品」
とし女性が男性に与えられることもあります。

核兵器と「男らしさ」

世界で初めて広島に投下された原子爆弾の名前は
「リトルボーイ」で、長崎に落とされた原爆の名前
は「ファットマン」。いずれも男性名です。これは
偶然ではなくて、圧倒的な破壊力のある原子爆弾に、
強さを誇示するために男性名がつけられている。
オーストラリアの医師の論文で、「核軍拡競争の
中で、巨大な核戦力をうらやましく思うような男性
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の言葉や感情が見られる」という指摘があります。
相手よりも優位に立つために、より強い核兵器を持
つということがあった。しかも「核兵器の強力な威
力は『マッチョな男らしさ』と密接な関係がある」
と。相手にマッチョな核兵器の威力を見せつけて、
優位に立とうということがあるのではないかと。
反対に、「和平における女性の積極的な役割」と

して、「１９８９～２０１４年の２５年間における４０カ国の地
域紛争を分析した結果、女性が積極的な役割を果た
した場合に、よい結果が生まれる傾向がある」、つ
まり和平が実現するという研究結果もあります。

「抑止力」の背景に
「有害な男らしさ」

日本では今、さらなる軍事大国化がめざされてい
ます。岸田文雄首相は、中国や北朝鮮を脅威として、
「やはり抑止力が大事だ」と、抑止力を軍拡の理由
にしています。この「抑止力」の背景にも、「有害
な男らしさ」という発想があると思います。
そもそも「抑止力」とは、相手より優位に立つ武

器を持つことによって相手を威嚇し、攻撃を思いと
どまらせようとする「威嚇政策」です。相手を尊重
して、相互信頼を前提として対話・交流によって平
和外交をしていくことは真逆の概念です。
抑止力を強化することで相手の不信感を強めて、

かえって安全が損なわれる「安全保障のジレンマ」
に陥ることは平和学会によって指摘されています。
結局、軍拡競争になってしまうわけです。
マイケル・ウォレスというアメリカの研究者が、

１８１６年から１５０年間における軍拡競争と戦争との関
連性に関する実証データを取りまとめたところ、軍
拡競争がある場合、戦争に至った確率は８２％、軍拡
競争がない場合、戦争に至らなかった確率は９６％
だったという結果でした。軍拡競争による抑止力は
戦争防止にならないことが実証されたわけです。
核兵器禁止条約締約国会議も開かれますし、国連

の条約で核兵器は違法になりましたが、それでも今、
プーチン大統領が「核兵器を使おう」と言ったりし
ていますよね。やはり、「抑止力」論から脱却をし
ないと核兵器をなくすことはできないということが
世界的な流れになっています。

平和における女性の役割に
関する国際的潮流

１９７９年に女性差別撤廃条約が締結されました。こ
の前文に「国の安全な発展、世界の福祉及び理想と
する平和は、あらゆる分野において女性が男性と平
等の条件で最大限に参加することを必要としてい
る」と書かれています。平和を実現するためにはジェ
ンダー平等が実現しないとダメなんだと。そのため
に「社会及び家庭における男性の伝統的を女性の役
割とともに変更することが男女の完全な平等の達成
に必要である」としています。
女性差別撤廃条約が採択された前後１０年間が「国
連婦人の１０年」とされ、女性の権利向上が世界中で
盛り上がりました。こうした時期を経て、１９９１年に
金学順さんが名乗り出て、旧日本軍の慰安婦問題が
初めて告発されました。戦後４６年経っていましたが、
それだけの時間が必要だったのは、終戦直後の頃は、
従軍慰安婦は韓国の中でも「日本軍に凌辱されたの
は韓国民族・朝鮮民族の恥」とされ、理解が得られ
なかったからです。それが「国連婦人の１０年」を経
て、自分は性犯罪の被害者であると自覚し、被害を
告発してきちんと謝罪を受け、再発防止をしたいと
いう意識によって名乗り出たわけです。これを機に、
戦時下の性暴力が戦争の手段・戦術として行われる
ことが問題になりました。
１９９３年には「女性に対する暴力撤廃宣言」が宣言
されました。ここではもちろん、戦時下に限らず平
時の家庭や職場、教育機関におけるセクハラや性的
虐待も含めて、女性への暴力は許されないというこ
とが世界的にも宣言されたわけです。
続いて１９９５年には第４回世界女性会議で「男女平
等は平和への必要かつ基本的な前提条件である」こ
とが確認されました。あらゆるレベルで男女が平等
に影響力を行使していくというジェンダー主流化が
必要であることが宣言されました。
２０００年の安全保障理事会決議は「１３２５決議」と呼
ばれ、ここでも「平和が継続可能であるのは、女性
が完全に参加する場合に限られ、平和は男女の平等
と密接に関連している」との認識を表明しました（図
表）。
平和構築における女性の重要な役割が国際的にも
共通認識になっているのです。やはり「ジェンダー
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平等なくして平和なし」ということです。

戦争のない時代があった

人類はその歴史の中で戦争ばかりしてきました。
もしかしたら戦争というのは人間の性（さが）とい
うか、本質的なものではないかと考えたくもなりま
すが、先ほど紹介した『戦争とジェンダー』では、
実はそうではないと指摘しています。
人類の古い歴史の中には戦争をしない時代があっ

たと、考古学者たちが今、発掘しています。それは
母系制社会だったそうです。決して女性が威張って
いる社会ということではなくて、「女性の役割は男
性の役割に従うものではなく、人間の本質、つまり
女性的なものと男性的なものとに潜んでいるすべて
の根源的な要素が大切にされ、生命や世界を創造す
る力となった」という社会で、その時代には戦争が
なかったと。
スー・マンスフィールド氏によれば、１万３,０００
年以前には戦争は存在しなかったという証拠がある
そうです。壁画にも戦闘している人間の絵がないの
だそうです。今でも、戦争しない部族、プエブロ・
インディアンのホビ族や、タサダイ族が存在します。
戦争することが必ずしも人間の本質ではないのだと

思います。
家父長制度の中で、相手よりも優位に立ちたいと
いう「有害な男らしさ」のために女性は支配・抑圧
され、国同士では「抑止力」の背景になっています。
そのためにお互いに軍事力を増強して、結局は戦争
になってしまうという過ちを犯しているのではない
でしょうか。私たちが家父長制を克服してジェン
ダー平等を実現すれば、戦争のない世界も実現でき
ると私は考えています。

憲法を武器にジェンダー平等を

日本国憲法は、２４条１項で「婚姻は両者の合意の
みに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有するこ
とを基本として、相互の協力により、維持されなけ
ればならない」、２項では家族に関して「個人の尊
厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなけれ
ばならない」と定めています。これは、明治時代の
家父長制を否定して、男女の本質的平等、そして個
人の尊厳に立脚して家庭を築いていくこと、家庭以
外に社会や職場、あらゆるところで男女平等である
ことが宣言されています。私は、日本国憲法を武器
にジェンダー不平等をなくしていけると思っていま
す。

女性差別撤廃条約採択（１９８５年日本締結）
・前文「国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女性が男性と平等の条件で最大限に参加することを必要としている」
…ジェンダー平等と平和の関係を初めて明記
・「社会及び家庭における男性の伝統的役割を女性の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であること…」

金学順さんが名乗り出て日本軍「慰安婦」問題を告発
・戦時下における性暴力が戦争の手段、戦術として行われることが国際的な問題に

「女性に対する暴力撤廃宣言」
・「女性への暴力は男女間の歴史的不平等の力関係の現れであり、男性の女性に対する支配、差別や女性の地位向上の妨害につながってきた」
「女性に対する暴力は女性を男性に比べ従属的な地位に強いる重要な社会的機構の一つである」
※「女性に対する暴力」は、女性に対する肉体的、性的及び精神的暴力をいい、家庭内暴力、職場や教育機関におけるセクハラ、女児への性的虐待等を含む。

第４回世界女性会議（北京会議）
・男女平等は「平和への必要かつ基本的な前提条件である」
・「ジェンダー主流化」を強調
・「ジェンダー主流化とは、あらゆる領域・レベルで、法律、政策及びプログラムを含む計画されているすべての活動で、男性及び女性への影響を評価するプ
ロセスである。」
・「不平等を永続化させないために、男性だけでなく女性の関心および経験を政治的、経済的、社会的な全領域において計画、実行、監視、評価の不可分な部
分とする戦略である。」

安全保障理事会決議１３２５「女性・平和・安全保障」
・「平和が継続可能であるのは、女性が完全に参加する場合に限られ、平和は男女の平等と密接に関連しているとの認識」を表明←「革命的」なアイディアと
して画期的
・「一般市民、とりわけ女性と子供が…武力紛争により不利な影響を受ける者の圧倒的多数を占めており」
・「平和構築における女性の重要な役割」「平和と安全の維持におよび促進のあらゆる取組における女性の平等な参加と完全な関与の重要性」「意思決定におけ
る女性の役割を増大する必要」を強調。
※女性を戦争の犠牲者としてだけでなく、紛争予防・解決の主体者としての役割を明記

国
際
婦
人
の
１０
年

（年）
１９７６

１９７９

１９８５

１９９１

１９９３

１９９５
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図表 ジェンダー平等と平和との関係
～平和における女性の役割に関する国際的潮流～
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最終回の第４回は、ジェンダーフリーの職場をめ
ざすことをテーマに、皆さん一人一人の意識の問題
についてお話しした後、LGBTQの権利について紹
介し、ジェンダーフリーの職場はハラスメントのな
い職場だと思いますので、最後にそのことをお話し
します。

やってみよう！
ジェンダーギャップ指数チェック

まず、「やってみよう！ ジェンダーギャップ
チェック」に挑戦してみましょう（図表１）。これ
は愛知県津島市の男女共同参画局のホームページか
ら拝借したものです。自分のジェンダーギャップが
どれくらいあるのかがチェックできるというもので
す。設問の通りだと思ったらチェックを入れて、そ
の数で判定します。
表立っては言えないけれど、実際にこう思ってい

るというのも含めてチェックを入れていただくと、
どうでしょうか？チェック数が多いほどジェンダー
ギャップの意識が大きいということになります
（判定については２５ページに掲載）。

無意識の偏見・差別は
誰にでもある

無意識の偏見や差別を英語で「アンコンシャスバ
イアス」と言います。ジェンダー平等をめざしてい
る人や組織の中でも、無意識に偏見や差別の考え方
が表れてしまうことはよくあります。弁護士の世界
でもよくあります。弁護士は「人権や社会正義を実
現するために活動する」と弁護士法１条にも書いて

あるので、ジェンダー平等について当然理解してい
るだろうと思うかもしれませんが、そんなことはあ
りません。ジェンダーの勉強は大学の法学部でも必
修ではないし、司法試験にも出題されません。誰で
も、社会的なジェンダー差別の構造の影響を受けて
無意識に身につけてしまっているので、私自身にも
あると思います。ですから、まずは自覚することか
ら始めようということですね。

「透明な自動ドア」と「特権」

ジェンダー差別を語る際に「透明な自動ドア」と
いう例え話があります。男性はこのドアが自動ドア
として自動的に開きますが、女性には自動では開か
ないのです。人生のさまざまな出来事の中で、例え
ば学校へ通い、卒業して就職し、あるいは大学に進
学し、結婚して妊娠・出産し……など。これらの各
出来事のところで、女性は「透明な自動ドア」がパ
シャッと閉まって進路が阻まれてしまう。
男性の場合は、結婚や妻の妊娠・出産を理由に昇
進や賃金の上昇が止まることはありませんから、ド
アはどんどん開いて、進んでいけます。しかも、そ
のドアは透明なので気づかない。女性は、「なぜ自
分は妊娠・出産・育児のところで、なかなかうまく
いかないんだろう」とつまずくわけですが、男性は、
自分の前の「透明な自動ドア」には気づかないので、
それが普通だと思ってしまう。そのため、女性の賃
金が低い、あるいは昇進・昇格が遅れることに対し、
あまり気にとめないというか、気づかないという構
造があります。
マジョリティ側の集団に所属していることで自動

日本医労連 オンラインセミナー：ジェンダー平等まなばNight!

あなたの職場は？第4回
（2024年6月20日）

～ジェンダーフリーの職場を目指して～

講師

青龍 美和子
弁護士
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的に受けられる恩恵を「マジョリティ特権」と言い
ますが、必ずしも多数派＝マジョリティ、少数派＝
マイノリティというわけではなく、その権利が苦労
せずに得られているかどうかが問題になります。
「透明な自動ドア」の話のように、男性は一般的
に、順調に就職して昇進して、賃金もどんどん上がっ
ていくということが特に苦労せずに得られていると
考えられるため、日本では女性の方が、若干人口が
多いのですが、社会的地位を考えると男性がマジョ
リティということになります。

「私は差別しない」では
解決しない

どうすれば、こうした構造を変えていけるのかを
考えていきたいのですが、「私は差別しない」と思っ
ている人も多いでしょう。私もそうでした。しかし、
それだけでは差別はなくならない。誰にでも差別意
識はあって、自分も差別してしまう可能性があると
いう意識を持っておくことが必要です。
例えば、「私は中立だから差別はしない」と言う

人がいますが、実は、労せず恩恵を得る仕組みを利
用することで、消極的差別者になってしまっている
とも言えます。差別を容認する方に加担しているわ

けです。こうしたスタンスでは、現在、社会に存在
する差別が温存されて維持されていくだけというこ
とになります。だから私たち自身が、差別されてい
なくても声を上げる必要があるのです。
特に、特権を有する人が声を上げることは有効で
す。「特権集団の人々の中で、自らの意志で被抑圧
集団の人々の権利を支持する、あるいは社会的公正
を求めて立ち上がることを選択する人々」のことを
アライ（Ally）と言います。例えば男女で言えば社
会構造上、男性がマジョリティになりますが、男性
の立場で「女性差別をなくそう、ジェンダー平等実
現は大事だよね」と言って、身近にある差別発言に
対して、「それはおかしい」と言っていくことは非
常に有効だということです。特権には、社会に変化
を起こす力があると言えます。
女性も、男女で考えるとマイノリティですが、例
えば性的マイノリティの人との間では、異性愛であ
れば性自認についてはマジョリティとして特権を
持っています。気づかないうちにLGBTQ（性的マ
イノリティ）の人に対して差別的な発言をしてしま
う可能性は十分あるわけですね。だから、性の多様
性への理解を深めて、マジョリティの立場から、性
的マイノリティへの差別をなくすために声を上げる
必要があるということです。

図表１ やってみよう！ ジェンダーギャップチェック

◆◇学校生活◇◆
□PTA会長は男性、副会長は女性がつくのがよい。
□子どもの担任との連絡は、母親の方がよい。
□「男の子だから泣かないの」とか「女の子なんだから…しな
さい」というようなことを言ったことがある。
□進路指導において、男女により職種や進学先を考慮した方が
よいと思う。
□保育士は女性の方が好ましい。

◆◇家庭生活◇◆
□夫婦の意見が合わない時は、夫の意見に合わせ従うほうが
いい。

□家庭を持っている男性が洗濯をしたり、スーパーで買い物
をしている姿を見ると気の毒に思ってしまう。

□家事や育児は女性に向いている。
□子どもは女の子なら優しく、男の子ならたくましく育てる
のが望ましい。

□各種の手続きや付き合いは、夫の名前でする方がよい。

◆◇職場生活◇◆
□お茶を出すのは女性の方がよい。
□責任者や管理職は男性の方が適している。
□家族介護のためや、子どもの学校行事に参加するために仕事
を休むのは女性の方がよい。
□男女に賃金格差があるのは仕方ない。
□職場の酒の席で、女性がお酌をしたりするのは当然だと思う。

◆◇地域生活◇◆
□近所付き合いは主に女性がするものだ。
□町内活動等でリードするのは男性の役割だ。
□子ども会の係りや世話役は女性の方がよい。
□葬儀での受付は男性が、お茶だしなどの接待は女性がする
方が向いている。

□町内会の会長には女性よりも男性の方が周りからの信用を
得られると思う。

◆◇その他◇◆
□恋人同士が飲食代を割り勘にするのはみっともないと思う。
□女性は結婚したら氏（姓）は夫の氏を名乗るのは普通である。
□女医・女子アナ・女流棋士など女性を頭につける言い方は気
にならない。
□女性の制服はスカートが好ましい。
□バスや電車などの運転手が女性だと抵抗がある。

（愛知県津島市ホームページより）
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性の多様性への理解

性は多様で、①身体的な性、②性自認、③性的指
向、④性表現という４つの組み合わせによって、い
ろいろなパターンがあります（図表２）。また、こ
の４つにとどまらないことにも後ほど触れます。
異性愛中心主義（強制的異性愛）
押さえておきたい用語を紹介します。まずは「異

性愛中心主義」。性は「男」と「女」という２つし
かないと考え、その上で、性的指向が異性に向くこ
とを支持する振る舞いや偏見を指します。以前は「恋
愛もの」のドラマや映画は、この視点でしたよね。
友人と恋愛の話をするときも、異性愛が前提になっ
ていたのではないでしょうか。
シスジェンダー
性自認と身体的な性が一致していることが当たり

前だとする考え方を「シスジェンダー」と言います。
例えば、見た目が女性であれば性自認も女性だろう
という決めつけですね。そして、それを前提にして
話をしてしまう。私自身も無意識にそう考えて接し
てしまいますが、そうでない人も実際にはいるわけ
です。
LGBTQ+
LGBTQの T（トランスジェンダー）の人は、他
者から見られる性と性自認が異なっている人のこと
です。Qは「クエスチョニング」や「クィア」とい
う言葉を意味するのですが、セクシャリティが分か
らない、あるいは決めていない、決めたくない、迷っ
ているという人などを指します。自分が男性なのか
女性なのか分からないし、決めたくないという人も
いるわけです。

＋は、そのどれにも当てはまら
ないという人のこと。セクシュア
リティは本当に多様で、個別に列
挙するのが大変なので、表記上、
「＋」と一括りにしているという
ことです。
トランスジェンダーへのバッシ
ング
LGBTQの話をすると、トラン
スジェンダーへの偏見・差別とい
うのが非常に強い。フェミニスト

の中にも、特にトランス女性（性自認が女性であり、
身体的に割り当てられた性と異なる人）に対する嫌
悪が非常に強い人たちがいます。「女性トイレや女
性風呂をトランス女性に使わせていいのか」といっ
た話ですね。
性自認は「自称」や「なりすまし」とは明確に区
別されます。もし、トランス女性を装って女性トイ
レや女性更衣室などに入って来るようなことがあれ
ば、それは犯罪です。これはトランス女性の人に女
子トイレの使用を認めるかどうかに関わらず犯罪で
す。犯罪の予防とトランスジェンダーの女性トイレ
の使用の問題は別ではないかと思います。こういっ
た問題設定自体がトランスジェンダーに対する差別
だと、私は思います。
こういう発言が出てくるのは、マジョリティ側の
視点で考えているからではないでしょうか。トラン
ス女性の人は、「自分は女性だけれど、女性として
扱われない」ことにとても苦しんでいます。周囲か
らは男性と見られるような外見だったりするので、
これで女性のお風呂に入ってしまえば犯罪になるこ
とは当然、自覚しています。だから、どちらの風呂
にも入れないのです。非常に苦悩が大きい。そこを
理解する必要があります。
職場におけるパートナーシップ制度
職場におけるパートナーシップ制度導入の例を紹
介します。本日、全日赤からの参加者はいますか？
日本赤十字社では全国的に、同性のパートナー同
士でも、結婚していることによって得られる特別有
給休暇や手当、弔慰金などの福利厚生制度が、２０２４
年４月から認められるようになりました。
どういう場合にパートナーだと認められるかどう
かという要件が自治体によって違うため、パート
ナーシップ制度を取っていない自治体では、どのよ

図表２ 性の多様性への理解

４つの組み合わせは人によってそれぞれ

性自認

自分の性をどのように
認識しているかという
こと。

性的指向

広い意味ではどんな
性を好きになるかと
いうこと。

身体的な性

身体構造における性。
多くの場合、産まれて
きた時の外性器によっ
て判断される。

性表現

自分のありたい性を
どのように表現する
かということ。
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うに証明するのかというところに差が生じ
てしまう可能性はあります。結局は、同性
同士でも結婚ができるような法改正が必要
だと思います。

ハラスメント防止のために

本日のテーマ「ジェンダーフリーの職場
をめざして」という観点から、セクシュア
ル・ハラスメント（セクハラ）の理解を深
めたいと思います。セクハラの法律上の定
義は、「職場において行われる相手の意に
反する性的な言動」です。
「性的な言動」とは例えば、性的な内容
の発言があります。具体的には、性的な事実関係を
尋ねる、性的な内容の情報（噂）を流布する、冗談

しつよう

やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、聞かれ
てもいないのに個人的な性体験談を話す――などが
該当します。
性的な行動は、性的な関係を強要する、必要なく

身体に接触する、わいせつ図画を配布・掲示する、
不同意性交などです。
相手が嫌がっていなくてもセクハラになる
相手が嫌がっていなくてもセクハラになると、最

高裁判決も認めています。例えば、「彼氏／彼女い
るの？」という発言や、性交体験の回数を尋ねるな
ど。立場によっては、聞かれた側が「嫌だ」と言え
ない場合がありますよね。そういう場合でも、客観
的に見てセクハラならセクハラとして認められると
いうことです。「相手が嫌がっていなかったから」
という言い訳は成り立ちません。
性別役割分担意識に基づく言動
性差別意識や性別役割分担意識に基づく言動もセ

クハラになり得ます。民間では、均等法で明確にセ
クハラだとは定義されていませんが、国家公務員に
適用される人事院規則では、性別役割分担意識や性
的指向、性自認に関する偏見に基づく言動は防止し
なければならないと定めています。
裁判例でも、警視（警察の幹部）が女性職員に対

して「○○ちゃん、かわいいところがあるやんか」
「女性はかわいいとか、やさしいとかあるやん。そ
れぞれの特徴を生かして仕事をせな」などと発言し
たことを、性差別的な一定の価値観を押しつける内

容の発言として、人格権を侵害し不法行為が成立す
る。つまり、こうした発言は違法だという判決があ
ります。２０２３年に出された高裁判決です。

セクハラはなぜ起こるか

セクハラが起こる仕組みとしては、「２つの不平
等の相乗的な強制」と言って、一方の不平等が性的
なもので、他方の不平等が経済的なものである場合、
それらが結合した制裁はとりわけ大きな威力を発揮
します。女だからこの程度の仕事をさせておけばい
いとか、女だからこの程度の賃金でいいと、経済的
なものと性的なもの、この２つが結びつく時にセク
ハラは起きます。このような職場や社会では女性は
男性以下の存在とされ、単に性的な存在である、あ
るいは不当なことを要求してもいいと低く見ること
が当たり前になっているので、セクハラもやりたい
放題になってしまう。
女性の非正規労働者が多い職場は、女性が経済的
に差別されているわけですから、セクハラが起きや
すい。子育て・介護をしながらだと働きづらい職場
も、女性が対等に扱われていないので、セクハラを
発生させる土壌があるということになります。
SOGI ハラとは
セクハラの中に「SOGI ハラ」があります。これ
は、性的指向及び性自認についてのハラスメント（嫌
がらせ）のことです。
「ホモ」「レズ」などと言って相手を侮蔑するのは

図表３ 第三者介入の方法～５つの「Ｄ」

① Direct＝直接介入する
・加害者や被害者になろうとしている人に直接干渉し、事態を悪化させない
・例）ハラスメントが起こっている現場で加害者に「やめなさい！」と注意する

② Distract＝気を逸らす
・加害者や被害者の注意をひいて、問題となりうる状況を回避する
・根本的な解決にはならないが、問題をこれ以上大きくしない
③ Delegate＝委任する
・適切に介入できる別の人に助けてもらうようお願いする
④ Document＝記録する
・加害行為を目撃したら、その事実を記録する
⑤ Delay＝事後介入
・被害にあった人に対して声をかけたり、フォローアップ、サポートする

「職場からセクハラをなくすためのワークショップーハラスメントなくす第三者介入
のスキルを身に つけよう」（２０２４年２月２８日『KOKKO』第５４号、ちゃぶ台返し女子
アクション・中村果南子）より
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当然SOGI ハラです。「あの人、仕草がホモっぽい
よね」「あの人、ゲイなんじゃないの」などと噂を
して嘲笑することもSOGI ハラです。
本人の許可なく、勝手に「あの人は同性愛者なん

ですって」と他の人にバラすことを「アウティング」
と言いますが、それもSOGI ハラです。性自認が
男性だと申告しているのに、女性の服装を強要する
ことや、その逆もSOGI ハラになります。

アクティブバイスタンダーに
なろう

ハラスメントを防止するためには、自分が加害者
にならないようにするだけでなく、自分が当事者で
なくても、周りで見ている人としてアクティブバイ
スタンダーになりましょう。
アクティブバイスタンダーとは「行動する傍観者」

のことです。性暴力やハラスメントが起きた、もし
くは起きそうな場面に居合わせた時に、積極的に働
きかけることで被害を防いだり、被害を最小限にす
る行動をとったりする人を指します。
第三者介入の必要性
ハラスメントの責任は当然、加害者にあります。

しかし、コミュニティの社会規範がハラスメントを
許容・助長する現実があります。それを放置してい
ると、「これくらいはやってもいいんだ」というメッ
セージになってしまう。だから第三者介入は、コミュ
ニティ全体としてこの問題にど
う向き合い、取り組むのかを考
える上でも重要です。
職場でも労働組合の中でも、

私たち弁護士の仲間内の会議で
も、性別役割分担意識に基づく
発言は結構あります。そうした
ことを耳にした時に、パッと「そ
れって、性差別ですよ」と言え
るかどうか。訓練すれば言える
ようになるので、ぜひ介入の仕
方を知ってほしいと思います。
第三者介入の方法
介入までの５つのステップが

あります。①介入すべき出来事
に気づく、②その出来事を問題
としてとらえる、③自分自身の

責任を引き受ける。苦しんでいる人を助けるために
自分にできることを探す、④介入の方法を知ってお
く、⑤介入を実行する。
介入の方法としては、５つの「Ｄ」がありますが
（図表３）、結構、難しいです。①直接介入する。
その場でバッと「それはハラスメントですよ」「や
めなさい」と言う、など。②気をそらす。注意を引
いて、別のことに目を向けさせる。③委任する。適
切に介入できるような上司などに助けてもらうよう
にお願いする。④記録する。目撃したら客観的なメ
モを取る、あるいは誰かにLINEするのでもいい
ですね。⑤事後介入。「大丈夫？」と気遣うだけで、
被害者は救われる思いがするものです。
相談を受けた時の注意点
自分がいざ被害者から相談を受けた時にどうする
か。まず、被害者を責めたり非難したりするのは絶
対にダメです。二次加害になってしまいます。「あ
なたは全然悪くないよ」と伝えることが大事ですね。
それが話しやすい環境をつくることにもなります。
相談された時には、自分で解決しようと１人で抱
え込まないことが大切です。プライバシーに配慮し
た上で、協力者を見つけることは有効です。
こうしたアクティブバイスタンダーとして、労働
組合はとても重要な存在です。相談を受けたり、そ
の後、介入する場面でも必要とされる存在です。そ
ういう意味でもぜひ、組合活動を頑張ってほしいな
と思います。

チェック数が…
「１５項目以上」のあなた…
・「男性とは…」「女性とは…」という性別に基づくイメージにとらわれていて、
知らず知らずのうちに相手に役割を押し付けていたり、求めてしまったりして
いる時があるようです。
男女の役割分担やイメージについて、「どうしてかな」と疑問を持つことから
はじめ、そこに潜むジェンダーを見つけてみましょう。

「６項目以上～１４項目以下の」のあなた…
・日常生活の中の男女の役割分担について「おかしいな」と感じているところが
ある一方で、しきたりや慣習だから仕方ない。と容認してしまっているものも
あるようです。あなたの感じる疑問は他の人も感じているかもしれません。
あなたの気づきを大切にし、周りでよく話し合ってみましょう。

「５項目以下の」のあなた…
・男女の対等なパートナー意識を持って、いろいろな見方や考え方ができるよう
ですね。良い人間関係が持てていることでしょう。
家庭や地域をはじめとするさまざまな分野であなたの力を発揮していってくだ
さい。

（愛知県津島市のホームページより）
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調査概要
※（ ）は昨年の数値

Ⅰ．看護職員の退職者動向について

Ⅱ．医療提供体制について

〇調 査 期 間 ２０２４年４月８日～５月１３日
〇回収組織数 ３２都道府県
〇回収施設数 １２５施設
〇稼働病床数平均 ３００．１床
〇看護職員数平均 ２８６．１人

（１）施設ごとの退職者数
退職者数の最高人数は東京の施設で１６４人であっ

た。施設の平均退職者数は２４．２人（２５．７人）。平均
退職者数の割合は９．２％で、最高が２６．６％と４分の
１の職員が退職している施設もあった。
（２）２３年度の看護職員の退職者数の前年との比較
２２年度と比較して退職者が「増えた」と回答した
施設は、４３施設３４．４％（３７．１％）と前年より減少し
た（図表１）。また前回調査で「増えた」と回答し
た２２施設のうち２年連続で「増えた」と回答したの
は５施設２２．７％であった。「変わらない」は４０．９％
で、昨年と同様の傾向あるいは昨年より退職者が増
えている施設が６３．６％（図表２）と６割にのぼって
おり、離職に歯止めがかかっていないことがうかが
える。退職者数が増えたと回答した４３施設は、最大
で８０人、平均で２０．６人の退職者となっている。

（１）２４年４月の看護職員の充足状況
４月の募集人員に対して、「充足していない」と

回答した施設は８４施設と約７割で前年（６３．６％）よ
り充足していない施設が増えている（図表３）。

昨年「充足していない」と回答している施設だ
けをみると、３０施設のうち２３施設と８割近くの施設
が今年も「充足していない」と回答しており、募集
人員を充足できない状況が続いている。

2024年看護職員の入退職に関する実態調査について

日本医療労働組合連合会 ２０２４年６月

調査報告

図表１ 退職者数は前年と比較して増えましたか

図表２ 退職者数は２年連続して増えましたか

図表３ 看護職員の充足状況
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（２）募集人員と入職者数
４月の募集人員に対して、「充足していない」と

回答した施設の平均充足率は６１．８％で、充足率が５
割に満たない施設は、１２施設１４．３％（１１施設９．９％）
で前年より増加している（図表４）。
（３）充足していないと回答した施設の医療提供体
制への影響について（複数回答）
充足していないと回答した８４施設の医療提供体制

への影響は、１位が「患者サービスの低下」
５１．２％、次いで「その他」２６．２％、「稼働病床の閉
鎖」１４．３％、「病棟の閉鎖」１３．１％と続いた。新型
コロナが５類に移行し、「入院受け入れ制限」は
１１．９％となっている（図表５）。
「患者サービスの低下」と回答した施設が５割を

超え、その現状は自由記載から読み取れる。自由記
載によると、人手不足によって入浴回数やおむつ交
換の回数を減らさざるを得ず、当たり前の清潔ケア
ができずに看護の質が低下していることが伺える。
またナースコールへの対応の遅れについても複数回
答が寄せられており、患者と向き合う時間が十分に
確保できず、個別性のある看護が提供しづらい状態
となっている。

医療提供体制への影響 「その他」（自由記載）
・入浴介助ができない。入院対応の遅れ。退院支援
の遅れ
・現場スタッフに余裕がなく患者とのコミュニケー
ションに支障がある
・清潔ケアができない、ナースコール対応への遅
れ、患者・家族対応への遅れなど
・個別性のある看護の提供の質
・入浴回数を減らしている、おむつ交換の時間を遅
らせている
・インシデント・アクシデントが増えている
・清潔ケアの日数が減っておむつ交換の回数が減
り、看護の質全体が落ちた
・受け持ち患者が増えてナースコールなど対応が遅
れる
・転倒転落事故の増加
・ナースコール対応が遅いなどの苦情が増えている
・患者と向き合って話す時間がない
・平日日中で人員が足りず、休日体制のようなこと
がある
（４）上記（３）で「病棟の閉鎖」と回答した施設
の病棟・病床の閉鎖数
病床の最大の閉鎖数は１７４床であった（図表６）。

図表４ ４月募集人員に対する充足率

図表６ 病棟・病床の閉鎖数図表５ 充足していないと回答した施設の医療提
供体制への影響

調査報告

医療労働 ２７



（５）上記（３）で「稼働病床の閉鎖」と回答した
施設について
最大の病床数は８０床、最低は１０床で平均は２８．３７５
床であった。
（６）充足していないと回答した施設の労働者への
影響
充足していないと回答した施設の労働者への影響

については、「夜勤回数の増」が６３施設７５．０％とト
ップで、次いで「休憩が取れない」が４５施設５３．６％、
「長時間労働」が４３施設５１．２％と続き、いずれも５
割を超える状況であった（図表７）。
労働者への影響 「その他」（自由記載）
・有休等で職員が休むと負担が増える
・休みを取ると仕事が回らない
・母性保護の対応は全くできていない
・感染症など体調不良が重なると大変
・夜勤専従を作る
・人間関係の悪化
・期間限定２交替夜勤
・年休が取りにくい
（７）派遣ナースの受け入れについて
派遣ナースの受け入れについて、「導入してい
る」は２２施設１７．６％であった（図表８）。昨年充足
していないと回答した施設では、派遣ナースを導入
していると回答した施設が１１施設３６．７％となってお
り、全体と比較しても割合が高くなっている。

（８）派遣ナースを「導入している」施設の受け入
れ理由
受け入れ理由の最大は「人手不足」（７２．７％）で

あった（図表９）。
（９）派遣ナースを「導入している」施設の受け入
れたことによる具体的な影響
派遣ナースの受け入れによる具体的な影響は、
「直雇用との賃金の差」「特に問題がない」が同率
（３１．８％）であった（図表１０）。

図表７ 充足していないと回答した施設の労働者
への影響

図表８ 派遣ナースの受け入れ

図表９ 派遣ナースを「導入している」施設の受
け入れ理由

図表１０ 派遣ナースを「導入している」施設の受
け入れたことによる具体的な影響
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（１０）派遣ナースの年間費用
派遣ナースの年間費用は最高で３，８００万円、最低

１８３万６，０００円、平均で１，０００万円を超えていること
が分かった。公的医療費が民間の人材派遣会社に流
れ、さらに医療機関の経営にも悪影響を与えてい
る。
（１１）どうしたら人手不足が解消できると思います
か（自由記載）
・国の対策として看護大学などの生徒の奨学金負担
を減らす（返済できた頃に離職する人もいる）
・看護学校、看護大学が大きな欠員になっていると
ころも増加しています。１人でも多くの若者が看護
職になりたいと思えるよう、働き続けられる環境の
整備や学生と家族に重くのしかかる高学費に対し、
国際条約である「高等教育無償化」の速やかな履行
を求めて国に働き掛けていくことも重要
・診療報酬改定による経営の安定、給与アップでき
るための潤沢な資金確保、養成学校への地域として
の補助で地域内での定住への魅力に
・勤務環境の改善・時間外を減らすための業務改善
・夜勤回数を減らす（８回／月以内）、やりがい、
モチベーションを維持向上できる医療介護活動がで
きること、離職者率の低下
・看護職員は充足していると回答したがあくまで届
け出の数字。短時間勤務、経験不足などから夜勤が
できない方、勤務の制限のある方も含まれている。
医療提供体制への影響はないものの、夜勤回数増、
時間外労働増など慢性的に広がっている。近年では
精神疾患を理由に休職・退職する職員も増えてい
る。単純に数だけを充足させるような対応では同じ
ような問題が増えてくると感じている。数と質を同
じように保てるように施設を評価しても良いのでは
ないかと思う
・広報活動、職場環境の改善、求人の見直し
・制度の変更がないと解消は困難。適正な人員で病
棟は看護師の役割を発揮するように言われる。今ま
でもその適正人員では患者の安全が守れないため、
人員を増やしてある。それでも、時間内に終わるこ
とができず、夜勤人員も少なくなっている。人員不
足解消には職場が安全に超勤もなく働ける人員配置
への変更と、多様な働き方ができる雇用体制へとし
ていくことが大切だと思います
・診療報酬・介護報酬を抜本的に改善する、１００床
あたりの看護師数・医師数がアメリカの５分の１と

いう現状を改善させるなど
・看護師（職員）の処遇改善、潜在看護師が復職し
やすい政策
・それぞれの病院での対策では、もう限界。国が主
導して責任を持ち、賃金を含めた処遇の改善を行う
医療業界の改革が必要。それがなければ医療崩壊が
必ず起こる
・肉体的、精神的苦痛が賃金と合っていない
・診療報酬が大幅に改善され、経営側がゆとりをも
った雇用ができるようになればいい
・看護師確保対策の継続・拡大（ガイダンスの参
加、学校訪問、教育体制の充実、離職防止対策）
・賃金アップ、経営問題の改善
・看護師の給料アップと手当の増額、働き方の工
夫、時短、夜勤制限者の待遇改善、人手不足が解消
できないと離職率増加、医療提供不足、病棟閉鎖な
どの悪影響が出現、プラチナナースの積極的な採
用、勤務形態の見直し
・なんとか人数は充足しても夜勤要員数としては不
足している。新卒が入っても夜勤に入るのは秋以
降。メンタル不全などを考えると不足が解消されな
いことが予測される。紹介・応援ナースを入れるこ
とになる
・すでに夜勤２人体制であり、夜間に転倒し骨折す
る事故があった。人員が増えることで防ぐことので
きる事故だったと思います
・職場ごとの定数をゆとりある数にする。中途退職
があったらすぐ補充する。外来の看護師数は定数が
ない。毎日リリーフでまともな仕事ができない
・働き続けたいと思える職場環境、給与の整備。未
来に向けて人材確保できるよう投資すべき
・ケア内容に見合った人数の確保を診療報酬で明確
にする
・給料を上げる。病院単位では限界あり。他職種で
高給な職業に人が流れているので、医療を守りたい
なら国が守るべきだし、国を巻き込むような活動を
医療全体でしていくべきかと思います
・年度末一時金ゼロ、交通費も減らされ、駐車場代
も出してもらえない病院には人は来ません。ベース
アップ・有休の消化・夜勤手当の賃上げをしなけれ
ば離職防止にもならず、就職する人材もいません。
当院は今後、人手不足と離職者の加速が懸念されま
す。将来、病院運営への大きな影響につながると思
われます

調査報告
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Ⅲ．まとめ

・賃金・手当の増額、夜勤回数は原則８回まで。働
きやすい職場環境や人間関係づくり、業務改善。解
消できない場合、医療の質が保てない
・現在、夜勤専従者１１人配置し夜勤回数の増加を抑
えている。職員に夜勤専従をさせている。３交替・
２交替は希望をとってやっている
・看護師の賃金格差をなくし全国同一にすると地方
の離職も少なくなるのではと思います。人手不足が
解消されないと過密労働となり、離職が増え、医療
提供が困難となる
・医療職をめざす人が増加するような現場であるこ
と。医療費削減のための診療報酬ではなく適切な人
員配置ができるものに。今、働いている人がやりが
いをもち、評価され、守られていること。国が責任
をもった政策に見直す
（１２）人手不足を解消できない場合の影響について
（自由記載）
・１人あたりの負担が増え離職率が高まり、さらな
る人手不足になると考えられる
・慢性的な人手不足によって閉鎖する医療機関も増
える。医療を必要とする方たちの社会的な受け皿が
不足する
・スタッフの高齢化、プラチナナースは増えるがパ
ートばかりになり、夜勤をする看護師、補助員がい
なくなる
・安心・安全な入院環境の提供が難しくなる
・解消できない場合は病院がなくなります
・さらなる離職者の増加、スタッフの疲弊感の増大
による離職、受け入れ患者の減少、病床削減、収益
減少
・スタッフの疲労増大につながり、離職する人が増
えることなどが考えられる
・夜勤回数の増加が考えられる。経営を守るため当
院では病床閉鎖等は考えにくい
・疲弊し体調を崩す職員が増えて、長期休暇にな
り、そのまま退職への負の連鎖が起こる。離職者が
増えて入職者も来ない最悪な状況が起こりかねない
・患者の受け入れが難しくなり、収益の減少、病院
経営の悪化を招く
・どんどん病棟閉鎖などが増え、医療崩壊になるの
では
・病院が消えると思う
・最悪の場合、病院が存続できなくなる

・病棟閉鎖、サービス低下
・看護師がいなくなり、病院は続けられない
・病棟縮小、閉鎖→労働条件の改悪→さらなる職員
の退職→病院がなくなる→地域医療体制を守れなく
なり、地域住民のいのち・権利を守れなくなる
・必要な診療報酬だけでなく、施設と人員の確保を
する。それができなければ、日本の医療が崩壊する
と思う

（１）人手不足によるケアサービスの低下で、患者
・利用者の尊厳も脅かしている
４月の募集人員に対しては、「充足していない」
医療機関が約７割、充足率についても全体平均で
６１．８％と極めて低い実態。その影響は、「患者サー
ビスの低下」に顕著に表れている。５割を超える医
療機関が「患者サービスの低下」と回答し、現場か
らは入浴やおむつ交換などの清潔ケアが十分にでき
ず後回しにせざるを得ないとの声が寄せられた。こ
れはこれまでの調査と大きく違う点である。患者
は、人としての尊厳を有しながら、いつでも、必要
かつ十分な医療サービスを受ける権利があるが、現
場ではその権利も守られなくなるほどの人手不足と
なっている。
（２）人手不足で地域から病院が消える
「充足していない」と回答した施設では、「夜勤
回数の増」が７５．０％にのぼっている。人手不足は、
月８日夜勤も遵守できないばかりか、休憩も取れ
ず、有給休暇の取得や母性保護制度も、周りに負担
をかけるとして取得しづらい状況におかれているこ
とが推察できる。
（３）打開策は診療報酬の大幅改善でゆとりある人
員配置
人手不足の解消のためには、国の医療・社会保障
政策を抜本的に見直す必要がある。二度と医療崩壊
を現実のものにしないために、国の責任において、
すべてのケア労働者の着実な大幅賃上げを実行し、
全産業平均との賃金格差を速やかに解消させ、加え
て診療報酬の大幅改善で、ゆとりある人員配置と経
営の安定性の向上を図ることこそが、この現状を打
開できる方策である。
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―孤独な世界をずっと一人で生きてきた―

「ミッドナイトスワン」

女性部でジェンダー学習の機会も多いが、トラン
スジェンダーを正面から学ぶことはなく、この映画
に出合ったときは少なからず衝撃を受けた。草彅剛
が私の中に住み着いた。
健二（草彅剛）は広島を離れ、東京のニューハー

フショークラブで凧沙（なぎさ）として働いてい
る。ある日、母親から電話で、アル中で育児放棄し
ている従姉妹の娘・一果（いちか）の一時保護を頼
まれる。一果は迎えに来た凧沙を見て戸惑う。凧沙
は一果が握りしめていたネクタイ姿の健二の写真
を、「誰にも言っちゃだめよ」とやぶり捨てた。
一果は転校先の学校でも奇異に見られる凧沙を男

子生徒にからかわれ、彼らに椅子を投げつけた。学
校帰り、バレエ教室に足が止まり、教室の実花とバ
レエに出合う。一果の心に灯がともった。一果の才
能を見抜いた実花はそれを凧沙に伝えたが、お金が
かかるのが問題だ。
そんな時、１つ年上の桑田りんとバレエ教室で仲

良くなる。彼女は裕福だが家庭に問題を抱え、才能
はあるが足を痛めていた。彼女は一果に簡単にお金
になる怪しいバイトを紹介する。バイトの内容を知
らずにいた一果は客に怪我をさせて警察沙汰にな
り、凧沙から本気で叱咤された。りんの母親は、

「お金のない一果が娘を誘った」と強い言葉を投げ
捨てた。凧沙はショーで使う白鳥の羽の髪飾りを
そっと飾ってあげる。２人は公園で白鳥を舞った。
凧沙も一果も、自分ではどうしようもない心の葛

藤を抱え、孤独な世界を１人で生きていた。２人は
いつしか求め合い、凧沙は本当の母親になりたいと
思うようになった。一果が苦しさのあまり自傷行為
に走ると、「よしよし」と抱きしめる。なんと優し
い草薙剛の表情！まさに母親の凧沙になりきってい
た。バレエコンクールで緊張のあまり踊れなくなっ
た一果に駆け寄ったのは、アル中から立ち直った実
母だった。一果は広島に帰って行った。
本物の母親になりたいと凧沙はタイで手術を受け

る。日本に帰ると真っ直ぐ一果を迎えに行く凧沙、
もう“女”であることを隠さない。「一果！ 私と
東京へ帰るのよ、あなたはバレエを踊るのよ！」。
故郷・広島は、女性の凧沙を受け入れてはくれな
かった。
広島で中学の卒業を迎えた一果は東京へ向かう。

一果の才能を諦めきれない実花の計らいでバレエの
レッスンを広島で続け、その手には、凧沙に見せよ
うと奨学金でバレエ留学するための航空切符が握り
しめられていた。凧沙は手術の失敗で死期が近づい
ていた。下半身が血にまみれて寝込んでいる凧沙
に、全てを悟った一果が泣きわめく。凧沙の必死の
願いに応え、海岸で白鳥を踊る一果。優しい母親の
顔でその白鳥を見つめながら凧沙は逝った。凧沙の
後を追おうと海に入っていった一果、足の怪我で絶
望して自殺したりんと、心から自分を愛してくれた
凧沙が引き留めたのかもしれない。彼女の姿は
ニューヨークに在った。
ニューハーフショーの白鳥たち、凧沙と一果の白

鳥がよぎる。「うちらみたいのは１人で生きていか
んといけんのやよ、強くならんといかんよ」――凧
沙の声が私の心に突き刺さる。（１２４分）

券田 和子（けんだ かずこ）
石川民医労書記 保育科卒業後１７年の保
育園勤務を経て、１９９０年石川民医労へ。
趣味は映画・演劇鑑賞、シャンソン、詩の
同人誌会員。

社会性★★★★★ いいね★★★★★

Amazonプライムビデオ、
Netflixで配信中

Ⓒ２０２０Midnight Swan Film Partners
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休憩時間の確保を求めて

周囲と協力しながら

私たちは、川崎市内の知的障害児入所施設で働い
ています。元利用者の不審な死に対して、法人が事
故報告書も作成しない現状を問題だと捉えると同時
に、法人内で起きている虐待問題に対して、職場環
境の改善を法人に求めていくことをきっかけとし
て、労働組合結成に向けて動き出しました。いくつ
かの労働組合に相談に行った結果、日本医労連への
加盟を決定し、２０２４年４月に「社会福祉法人同愛会
労働組合」を結成しました。
現在は、ベースアップを求めつつ、休憩問題と元

利用者の不審死について重点的に取り組んでいま
す。
休憩時間が取れていない事業所も多く、それを当

たり前のものとして働いている社員が多いのが現状
です。精神的な余裕のなさは虐待にもつながりま
す。職場改善の第一歩として団体交渉で取り上げ、
改善を要求しています。すでに事業所内で休憩を取

ろうという動きは出てきていますが、実際には社員
数も足りず、休憩を取ると現場が回らない現状があ
ります。この取り組みを、組合員を増やすきっかけ
にもしたいと考えています。
元利用者の死亡に関する検証については、第三者

の目を避けたいという法人の意思が伺えます。管轄
の川崎市も含め、この問題にこれまで取り組んでこ
なかったこと自体が重大な過失と捉えて追及してい
きます。

職場環境を改善するためには、多くの人の力が必
要です。現在、医労連のつながりで精神部会や「か
がみ田苑労組」の仲間、法人内の別組合「ゆにおん
同愛会」とも協力しながら取り組みを進めています
が、もっと多くの組合員が必要です。忙しい毎日で
すが、これらも積極的に組織拡大に向けた声かけを
していきます。

（執行委員長 永井 達也）

組合員を増やし
職場環境を改善したい

結成大会にて。中央が永井委員長

社会福祉法人同愛会労働組合（神奈川）
Vol.48
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